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［あ］
悪臭防止法
工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭につ
いて必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することによ
り、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的と
したもの。同法では都道府県知事（指定都市、中核市、特例市及
び特別区においてはその長）が規制地域の指定及び規制基準の設
定を行うこととしている。また、平成12年5月に改正され、臭気
測定業務従事者（臭気判定士）制度や事故時の措置について規定
された。

アジア森林パートナーシップ
アジアの持続可能な森林経営の促進を目的として、アジア・大洋
州諸国や欧米諸国、国際機関、市民社会、民間セクター等の間で
の自発的な協力を促進するためのパートナーシップ。わが国とイ
ンドネシア政府が提唱し、2002年（平成14年）のヨハネスブル
グサミットにおいて、タイプ2の取組（各国政府、国際機関、
NGO等が自主的に参加する取組）として発足した。

アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト
Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project（アジ
ア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト）。アジア太平洋
地域の持続可能な開発に関する政策決定を支援するため、地域内
研究機関と共同で、環境モニタリング及びモデリング等の科学的
ツール、革新的な政策オプションの開発・提供を目的としている
国際共同研究プロジェクト。

アジア太平洋環境会議
アジア太平洋地域各国の環境大臣及び関係国際機関の代表等によ
る自由な意見交換を行う場を提供することにより、この地域にお
ける環境分野での協力を推進し、持続可能な開発の実現に資する
ことを目的として、1991年（平成3年）よりほぼ毎年日本で開催
している。

アジア太平洋環境開発フォーラム
アジア太平洋環境開発フォーラム。アジア太平洋地域にふさわし
いより衡平で持続可能な開発のモデルを提示することを目的に、
エコアジア2001において設立された有識者会議。2005年度（平
成17年度）より第2段階目の活動（APFEDII）として、2004年
（平成16年）12月に取りまとめられた提言を実施すべく取り組ん
でいる。

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN＝Asia-Pacific
Network for Global Change Research）は、アジア太平洋地域に
おける地球変動研究を推進し、科学研究と政策決定の連携を促進
することを目的として1996年に発足した政府間ネットワークで
あり、現在21か国が参加している。

アジェンダ２１
21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国及び各国際
機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものとして、1992
年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国際会議
（通称：地球サミット）で採択。持続可能な開発を実現するため
の具体的な行動計画である「アジェンダ21」が合意された。大
気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプログラムととも
に、この行動を実践する主要グループの役割強化、財源などの実
施手段のあり方が規定されている。

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律
国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生するこ
とを目的とする法律。両海域の再生に関する基本方針を定めると
ともに、当該海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等
による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、
その実施を促進するための特別の措置を講ずることを定めてい
る。

［い］
イタイイタイ病
厚生省（当時）の公式見解によれば、「イタイイタイ病の本態は
カドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化
症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調および栄養として
のカルシウム等の不足などが誘因となって、イタイイタイ病とい
う疾患を形成したものである。骨軟化症のため、容易に骨折がお
こったり、そのため激しい痛みを患者が感じ、体型の変型をおこ
す。三井金属鉱山神岡工業所の事業活動にともなって排出された
カドミウム等の重金属が神通川を汚染し、かつ流域の土壌汚染を
ひきおこし、食品濃縮の過程を経て人間に多量のカドミウムが摂
取された結果、発病したもの」とされている。

一酸化炭素
燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされてい

語句説明
る。COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害
する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンの寿命を長
くする。

一般環境大気測定局
一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。

一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」
に分類される。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等
の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活
に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律
カルタヘナ議定書を国内で実施するために、使用形態に応じた遺
伝子組換え生物等の使用等の規制、輸出入に関する手続等につい
て定めた法律。平成15年6月に公布され、平成16年2月に施行。

インターネット自然研究所
国民の自然環境に対する理解と関心を深めるため、親しみやすく、
かつ実用的な自然環境情報を提供するホームページ。さまざまな
IT（情報技術）を活用することにより、最新の自然情報の提供
や環境教育・環境学習に役立つ豊富なコンテンツを分かりやすく
提供している。（http://www.sizenken.biodic.go.jp）

インベントリータスクフォース
温室効果ガスの排出・吸収量の算定の精度を高め、その方法を各
国間で統一するため、科学的な立場から検討することを目的に、
IPCC内に設置されたタスクフォース。平成11年7月にIGES内
に、そのタスクフォースを支える技術支援ユニットが設置されて
おり、わが国はその中核的機能を担っている。

［う］
ウォーム・ビズ
暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、ちょっとした
工夫により「暖かく効率的に格好良く働くことができる」という
イメージを分かりやすく表現した、秋冬の新しいビジネススタイ
ルの愛称。重ね着をする、温かい食事を摂る、などがその工夫例。

［え］
エコアクション２１
中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができ
るよう、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及
び環境報告をひとつに統合した環境配慮のツール。幅広い事業者
に対して環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築す
るとともに、環境への取組に関する目標を持ち、行動し、結果を
取りまとめ、評価し、報告するための方法を提供している。平成
16年4月に環境問題に関するグリーン購入の進展等の様々な新た
な動きを踏まえて、その内容を全面的に改定した。

エコアジア
「アジア太平洋環境会議」参照。

エコタウン事業
先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、
平成9年度に創設された事業。具体的には、それぞれの地域の特
性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプランについ
て環境省と経済産業省の共同承認を受けた場合、当該プランに基
づき実施される事業について、総合的・多面的な支援を実施する
もの。

エコツーリズム
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、
対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光の
あり方。一般には1982年にIUCN（国際自然保護連合）が「第3
回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされ
ている。日本においてもエコツアーが数多く企画・実施されてお
り、環境省では持続可能な社会の構築の手段としてエコツーリズ
ムの推進に向けた取り組みを進めている。

エコツーリズム推進法
エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するた
め、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の
策定、特定自然観光資源の保護に関する措置等を定める法律。平
成20年4月1日施行。

エコロジカル・ネットワーク
人と自然の共生を確保していくため、原生的な自然地域等の重要
地域を核として、生態的なまとまりとを考慮した上で、有機的に
繋いだ生態系のネットワーク。ネットワークの形成により、野生
生物の生息･生育空間の確保、人と自然とのふれあいの場の提供、
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地球温暖化防止等多面的な機能が発揮されることが期待される。

エコレールマーク
CO2排出量の少ない、環境にやさしい鉄道貨物輸送を活用して地
球環境問題に積極的に取り組んでいる企業や商品であると認定さ
れた場合に、その商品や企業の広告等に表示されるマーク。

エネルギーの使用の合理化に関する法律
化石燃料の使用の合理化及びそれによるエネルギーの使用の合理
化を推進することにより、我が国のエネルギーセキュリティーを
確保するとともに、環境と調和した経済活動の確保を目指した法
律である。2005年（平成17年）の京都議定書の発効を踏まえ、
各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、主に、
①熱と電気を区別して管理を求めていた工場・事業場において、
熱と電気の一体的な管理を求め、②一定規模以上の輸送事業者及
び荷主に対し、省エネ計画の策定及びエネルギー使用量等の報告
を義務付け、③一定規模以上の住宅・建築物の新築・増改築、大
規模修繕時等における省エネ措置の届出等を義務付けている。

［お］
オゾン層
地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10～50km
上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。太陽光に含ま
れる有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する役割
を果たす。

オゾン層の保護のためのウィーン条約
オゾン層の保護のための国際的な対策の枠組みを定めた条約。国
際的に協調して各国が適切な措置を講じ、オゾン層やオゾン層を
破壊する物質に関する研究や組織的観測を進めること等を定めて
いる。1985年（昭和60年）に採択され、我が国は1988年（昭和
63年）に締結。

オゾン層保護法
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」参照。

オゾンホール
南極域等の上空でオゾンの量が大きく減少した領域。南極域上空
では、冬から春にかけて極めて低温な状態となり、極域成層圏雲
と呼ばれる雲が生じる。成層圏に到達したCFC等由来の塩素や
臭素は、この雲の粒子表面での反応で活性度の高い状態に変換さ
れ、春（9～11月）の太陽の光によってさらに分解された塩素原
子や臭素原子が、触媒となって連鎖的にオゾンを破壊する。

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
国際的に協調してオゾン層保護対策を推進するため、オゾン層破
壊物質の生産削減等の規制措置等を定めたもの。1987年（昭和
62年）に採択され、我が国は1988年（昭和63年）に締結した。
当初の予想以上にオゾン層破壊が進行していること等を背景とし
て、これまで6度にわたり規制対象物質の追加や規制スケジュー
ルの前倒し等、段階的に規制強化が行われている。

オフロード法
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」参照。

温室効果ガス
大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。
京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロ
フルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6物
質が温室効果ガスとして削減対象となっている。

温泉法
「温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスに
よる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の
福祉の増進に寄与すること」を目的として、昭和23年に制定。
これは、貴重な自然資源である温泉の保護等を図るために、温泉
を掘削、増掘しようとする場合又は動力を装置しようとする場合
及び温泉の採取を業として行おうとする場合は都道府県知事の許
可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は都道府
県知事又は温泉法施行令で定める保健所設置市の市長等の許可を
受けなければならないなどの必要な手続を定めるとともに、温泉
の公共的利用増進のための地域指定等について規定している。

［か］
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃
棄物を排出すること、油、有害液体物質等及び廃棄物を海底下廃
棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船
舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却す
ることを規制すること等により、海洋汚染等の防止を図るための
法律。

海洋汚染防止法
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」参照。

海洋地球研究船「みらい」
海洋研究開発機構が所有する世界最大級の海洋観測船。耐氷性や
航行性に優れ、気候変動や地球温暖化と関わりがあるとされる、
熱・物質循環の解明などを主なミッションとする。全長128m、
総トン数8,687トン。

外来種
国外や国内の他地域からある地域に人為的（意図的又は非意図的）
に導入されることにより、本来の自然分布域を越えて生息又は生
育することとなる生物種。このような外来種の中には、導入先の
生態系、農林水産業や人の生命・身体へ著しい影響を生じさせる
ものがあるが、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為
的にもたらすものとして問題となっており、特に侵略的な外来種
といわれている。なお、外来生物法で規定する「外来生物」は、
海外からわが国に導入されることによりその本来の生息地又は生
育地の外に存することとなる生物を指す。

外来生物法
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
参照。

科学技術連携施策群
各府省の縦割りの施策に横串を通す観点から、総合科学技術会議
が行う、各府省の関連施策の不必要な重複を排除し連携を強化し
て研究を推進する体制。

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals（GHS）。化学品の危険有害性（ハザード）ごとの各
国の分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、
世界的に統一したルールとして提供するもの。2003年7月に国際
連合から勧告がなされ、日本を含め各国はこれを受けて、今後、
化学品の分類や表示を適切に行っていくよう努力することが求め
られている。

化学物質審査規制法
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」参照。

化学物質アドバイザー
市民、企業、行政からの要請に応じて、中立的な立場で化学物質
や化学物質による環境リスク、PRTR制度の仕組みに関する疑問
に答えたり、関連する情報を提供することなどにより、化学物質
に関するリスクコミュニケーションを推進するための専門的な能
力を有する人材。平成15年4月より派遣を開始している。

化学物質と環境円卓会議
化学物質の環境リスクについて、国民的参加による取組を促進す
ることを目的として、市民、産業、行政等から個人の立場で参加
したメンバーによる化学物質の環境リスクに関する情報の共有及
び相互理解を促進する場として、平成13年12月に設置され、定
期的に開催されているもの。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植
物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質によ
る環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に
際し、事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうか
を審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化
学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目
的とする法律。

化学物質の内分泌かく乱作用
化学物質が、内分泌系に影響を及ぼすことにより、生体に障害や
有害な影響を引き起こす外因性の作用。

化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針に
ついて－ExTEND２００５－
1998年（平成10年）に策定された「環境ホルモン戦略計画
SPEED'98」を改訂し、2005年（平成17年）3月、化学物質の内
分泌かく乱作用に関して環境省としての新たな取り組み方針をま
とめたもの。この方針では、1）野生生物の観察、2）環境中濃度
の実態把握及びばく露の測定、3）基盤的研究の推進、4）影響評
価、5）リスク評価、6）リスク管理、7）情報提供とリスクコ
ミュニケーション等の推進、という7つの柱に沿って、事業を実
施していくことを示している。

化学物質排出把握管理促進法
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律」参照。
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拡大生産者責任
EPR：Extended Producer Responsibility。生産者が、その生産
した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正
なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負
うという考え方。具体的には、製品設計の工夫、製品の材質・成
分表示、一定製品について廃棄等の後に生産者が引取りやリサイ
クルを実施すること等が含まれる。OECDでは2000年に加盟国
政府に対するガイダンス・マニュアルを策定している。

カスケード利用
リサイクルを行った場合には、通常その度に品質の劣化が起こる。
このため、無理に元の製品から同じ製品にリサイクルせずに、品
質劣化に応じて、より品質の悪い原材料でも許容できる製品に段
階的にリサイクルを進めていくことで効率的なリサイクルを行う
ことをいう。紙について、コピー用紙、新聞紙、段ボールへと段
階的に利用していくことがその例。なお、エネルギーについても、
熱エネルギーを温度の高い方から順に、電気（照明・動力）、次
いで蒸気（冷暖房）、さらに温水（給湯）といったかたちで有効
利用することをエネルギーのカスケード利用という。

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜
排せつ物法）
畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定
めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の
整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物
の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発
展に資することを目的とする法律。

家畜排せつ物法
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」参
照。

家電リサイクル法
「特定家庭用機器再商品化法」参照。

花粉観測システム（愛称：はなこさん）
花粉の飛散状況をリアルタイムで情報提供するシステム。
（http://kafun.taiki.go.jp/）

カルタヘナ議定書
正式名称「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関す
るカルタヘナ議定書」。遺伝子組換え生物等の利用等による生物
多様性保全等への影響を防止するために、特に国境を越える移動
に焦点をあわせた国際的な枠組み。

カルタヘナ法
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保
に関する法律」参照。

環境影響評価
環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業について、その事業
の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予
測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配
慮を行うこと。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、
道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家
や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。

環境会計
企業等が、社会との良好な関係を保ちつつ環境保全への取組を効
率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動にお
ける環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認
識し、可能な限り定量的（貨幣単位又は物量単位）に測定する仕
組み。この中でも、企業の廃棄物削減と生産性向上に着目したも
のをマテリアルフローコスト会計という。

環境カウンセラー
環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、環境省の実施
する審査に合格し、その知識や経験をもとに市民や事業者等の環
境保全活動に対して助言等を行うことのできる人材。

環境技術実証事業
既に適用可能な段階にありながら、普及が進んでいない先進的環
境技術の環境保全効果等を、第三者が客観的に実証する事業。

環境技術実証モデル事業
既に適用可能な段階にありながら、普及が進んでいない先進的環
境技術の環境保全効果等を、第三者が客観的に実証する事業であ
り、平成15年度より試行的に実施。

環境基本計画
環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境保全施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、総合的かつ長期的な施策の大綱な

どを定める計画である。平成6年に第1次計画、平成12年に第2
次計画、平成18年に第3次計画が閣議決定された。

環境基本法
環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、
事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関
する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関
する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国
民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に
貢献することを目的としている。

環境国際行動計画
1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間
環境会議で採択された「人間環境宣言」を達成するための具体的
な行動方針を示した行動計画（勧告）。国連環境計画（UNEP）
はこの行動計画（勧告）を受けて発足した。

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事
業活動の促進に関する法律
事業者の自主的な環境配慮の取組を促進することをねらいとし
て、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの
整備や一定の公的法人（特定事業者）に対する環境報告書の作
成・公表の義務付け等について規定。平成17年4月1日より施行。

環境と開発に関する国際連合会議
1992年6月、ブラジルのリオデジャネイロで開催された国連の会
議（通称：地球サミット）。同会議では、温暖化防止のための気
候変動枠組み条約等への署名がはじまるとともに環境と開発に関
するリオ宣言、アジェンダ21等が合意された。

環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言
1992年6月、ブラジルのリオデジャネイロで開催された環境と開
発に関する国際連合会議で採択された宣言。持続可能な開発に関
する人類の権利、自然との調和、現在と将来の世代に公平な開発
等を規定している。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全
活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育
が重要であることにかんがみ、環境保全活動、環境保全の意欲の
増進及び環境教育について、基本理念を定め、並びに国民、民間
団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基
本方針の策定その他の環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進
に必要な事項を定める法律。

環境配慮契約
「グリーン契約」参照。

環境配慮契約法
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推
進に関する法律」参照。

環境配慮設計
DfE：Design for Environment。分解が容易である、リサイクル
しやすいよう単一素材を使用するなど製品等の設計段階において
環境配慮を行うための手法のこと。環境適合設計や、エコ・デザ
インともいう。

環境配慮促進法
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した
事業活動の促進に関する法律」参照。

環境報告書
名称の如何を問わず、事業者が、事業活動に係る環境配慮の方針、
計画、取組の体制、状況や製品等に係る環境配慮の状況等の事業
活動に係る環境配慮等の状況を記載した文書。

環境報告ガイドライン
環境報告書にかかる国内外の最新の動向を踏まえ、その望ましい
と思われる方向及び内容を取りまとめ、環境報告書を作成・公表
しようと考える事業者、既に環境報告書を作成・公表している事
業者に対し、実務的な手引きとなるよう環境省が作成したもの。

環境放射線等モニタリングデータ公開システム
放射性物質などのデータを専用のホームページで情報提供するシ
ステム。（http://housyasen.taiki.go.jp/）

環境保護に関する南極条約議定書
国際的に高い価値が認められている南極地域（南緯60度以南の
地域）の環境及びそれに依存する生態系の保護を目的としている
議定書。議定書は、本文及び5つの附属書で構成されており、各
附属書において、環境影響評価の実施、動植物相の保護、廃棄物
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の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特定別保護地区の保護及
び管理が規定されている。1991年（平成3年）に採択、1997年
（平成9年）に受諾。議定書本文及び附属書I～ IVについては
1998年（平成10年）に、附属書Vについては2002年（平成14年）
に発効。

環境マネジメント
事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境
に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り
組んでいくこと。

環境ラベル（環境ラベリング）
製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、1）「エコ
マーク」など第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製
品を認定するもの、2）事業者が自らの製品の環境情報を自己主
張するもの、3）ライフサイクルアセスメント（LCA）を基礎に
製品の環境情報を定量的に表示するもの等がある。

環境リスク
人の活動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、
環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（人の健康や生態系に影
響を及ぼす可能性）。

環境リスク評価
環境リスクの大きさを判定すること。化学物質であれば、人の健
康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）－反応（影
響）関係を整理する（有害性評価）とともに、人及び生態系に対
する化学物質の環境経由のばく露量を見積もり（ばく露評価）、
両者の結果を比較考慮することによってリスクの程度を判定す
る。これには、まず多数の化学物質の中から相対的に環境リスク
が高そうな物質をスクリーニングするための「初期評価」と、次
の段階で化学物質の有害性及びばく露に関する知見を充実させて
評価を行い、環境リスクの管理方策などを検討するための「詳細
評価」がある。

環境ロードプライシング
有料道路の料金に格差を設け、住宅地域に集中した交通を環境影
響の少ない地域に誘導することを目的とした施策。

環境JIS
環境・資源保全に関するJIS（日本工業規格）。3Ｒ対策、設計・
生産段階での環境配慮、地球温暖化対策、有害化学物質対策、環
境汚染対策などの推進に利用するJISを指す。

官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム
産業界と国が連携して、既存化学物質の安全性情報（物理化学的
性状、人への毒性、生態毒性等）の収集を加速化し、化学物質の
安全性について広く国民に情報発信することを目的に、平成17
年6月から開始したプログラム。

［き］
企業の社会的責任（CSR）
Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、
自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホル
ダー（利害関係者）全体の利益を考えて行動するべきであるとの
考え方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保
護などの社会的側面にも責任を有するという考え方。

危険・有害物質汚染事件に関する議定書
正式名称は、「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に
係る準備、対応及び協力に関する議定書」。2000年（平成12年）
に採択、2007年（平成19年）に発効し、日本も同年に加入。危
険物質及び有害物質による海洋の汚染事故に対応するための国際
協力体制の整備等を目的としている。

気候変動に関する国際連合枠組条約
一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化防止に関する
取組を国際的に協調して行っていくため1992年（平成4年）5月
に採択され、1994年（平成6年）3月に発効した。本条約は、気
候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準にお
いて、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的
な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地
球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務
を課している。

気候変動に関する政府間パネル
1988年（昭和63年）に、国連環境計画（UNEP）と世界気象機
関（WMO）により設立。地球温暖化に関する科学的・技術的・
社会経済的な評価を行い、得られた知見を政策決定者を始め広く
一般に利用してもらうことを任務とする。5～6年ごとに地球温
暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、
適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。

揮発性有機化合物
トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、
塗料、インキ、溶剤（シンナー等）などに含まれるほかガソリン
などの成分になっているものもある。

京都イニシアティブ
1997年12月に、気候変動枠組み条約第3回締約国会議（COP3）
の議長国として、ODAを中心とした途上国への支援を一層強化
するために、我が国が発表した温暖化対策途上国支援策。（1）
「人づくり」への協力（2）最優遇条件による円借款（3）我が国
の技術・経験（ノウハウ）の活用・移転の3つの柱からなる。

共同実施
Joint Implementation（JI）。京都議定書による京都メカニズムの
一種類（第6条）。先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収
増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を投資国
が自国の削減目標達成のために利用できる制度。

京都議定書
1997 年12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国
会議（COP3）において採択された議定書。先進各国の温室効果
ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標が決定されると
ともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの
新たな仕組みが合意された。2005年2月に発効。

京都議定書締約国会合
京都議定書締約国会合（COP/MOP）は、気候変動枠組条約締約
国会議が議定書の締約国会合として開催される場合の呼称。この
とき、条約の締約国であり議定書の締約国ではない国は、オブ
ザーバーとして参加できる。

京都議定書目標達成計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17年4
月に閣議決定され、平成20年3月に改正された、京都議定書によ
る我が国の6％削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛
り込んだ計画。

京都メカニズム
京都議定書において導入された、国際的に協調して数値目標を達
成するための制度。国際排出量取引（International Emissions
Trading）、2）共同実施（JI：Joint Implementation）、3）ク
リーン開発メカニズム（CDM：Clean Development Mechanism）
の3種類がある。

業務用冷凍空調機器
業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器（自
動販売機を含む）。多くの場合、冷媒としてフロン類が充てんさ
れているため、オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律（フロン回収・破壊法）」により、機器の整備時及び廃棄
時に、当該機器に充てんされているフロン類を適切に回収し、破
壊処理すること等が義務付けられている。

［く］
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進
に関する法律
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するため、
国等の公的部門が契約をする際に、価格だけでなく、温室効果ガ
ス等の排出等、環境への負荷をも考慮すること等を目的としてい
る。平成19年11月22日施行。

クールアース５０
平成19年5月24日、安倍内閣総理大臣（当時）により、地球温
暖化問題について提案された①「世界全体の排出量を現状に比し
て2050年までに半減する」、②「2013年以降の温暖化対策の国際
的な枠組みの構築に向けた3原則の提唱」及び③「我が国として
京都議定書の目標達成を確実にするため、国民運動を展開すると
いう取組」の3つの柱からなる戦略。①の柱については、更にそ
の実現に向けての「革新的技術」とそれを中核とする「低炭素社
会づくり」という長期ビジョンを提唱している。また、②の柱に
係る3原則として、「主要排出国が全て参加し、京都議定書を超
え、世界全体での排出削減につながること」、「各国の事情に配慮
した柔軟かつ多様性のある枠組みとすること」及び「省エネなど
の技術を活かし、環境保全と経済発展とを両立すること」が提唱
されている。

クール・ビズ
冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、「涼しく効率的
に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやすく表
現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称。「ノーネクタイ・
ノー上着」スタイルがその代表。
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するため、
国等の公的部門が契約をする際に、価格だけでなく、温室効果ガ
ス等の排出等、環境への負荷をも考慮すること等を目的としてい
る。平成19年11月22日施行。

グリーン・ツーリズム
農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々
との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

クリーン開発メカニズム
Clean Development Mechanism（CDM）。京都議定書による京
都メカニズムの一種類（第12条）。議定書の削減約束を達成する
に当たって、先進国が、途上国において排出削減・植林事業を行
い、その結果生じた削減量・吸収量を「認証された排出削減量
（クレジット）」として事業に貢献した先進国等が獲得できる制度。
途上国にとっては投資と技術移転がなされるメリットがある。

グリーン契約（環境配慮契約）
製品やサービスを購入する際に、環境への負荷ができるだけ少な
くなるようにする契約。

グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購
入が必要な場合には、できる限り環境への負荷が少ないものを優
先的に購入すること。

グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」参照。

グリーン電力証書
グリーン電力証書制度は、風力・太陽光・バイオマス等の再生可
能エネルギーを変換して得られる電気（いわゆる「グリーン電力」）
の導入を促進することを目的として、民間事業者等の自主的な取
組により開始された。本制度では、グリーン電力の購入を希望す
る電力需要家は、電気を生成する際のCO2排出がない等の価値に
対して一定のプレミアムを支払うことによって証書等の形で保有
し、その事実を広く社会に向けて公表することができる。

クリーンな環境のための北九州イニシアティブ
2000年（平成12年）9月の国連アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）環境大臣会議において採択された「クリーンな環境の
ための北九州イニシアティブ」等の効果的な実施に向けて2001
年（平成13年）11月に発足したアジア太平洋地域の都市間ネッ
トワーク。

グリーン物流パートナーシップ会議
物流部門でのCO2の一層の削減を図るため、荷主企業と物流事業
者の連携・協働（パートナーシップ）により、物流システムの改
善に向けた施策の幅を広げ、中小企業を含めた裾野の広い取組拡
大を図るため、平成17年4月に正式発足した会議体。荷主企業、
物流事業者、地方公共団体、シンクタンク、有識者など2,800を
越える会員登録がある（平成20年5月現在）。

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ
2005年7月にアジア太平洋を中心に、クリーンで効率的な技術の
開発・普及・移転を通じ、増大するエネルギー需要、エネルギー
安全保障、気候変動問題などに対処するために設立された。参加
国は、米国、カナダ、オーストラリア、中国、インド、日本、韓
国の6カ国。参加国間のボランタリーな官民パートナーシップを
基本とし、気候変動枠組条約に整合的であり、また京都議定書を
代替するものではなく、これを補完するものである。

［け］
景観法
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な
景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、
景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観
の形成のための規制等所要の措置を講ずる日本で初めての景観に
ついての総合的な法律。

経済協力開発機構
経済・社会分野において幅広く協力することを目的とした国際機
関であり、現在30か国が加盟している。最高意思決定機関は理
事会。

京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけ
るゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成14年7月に、
都市再生本部事務局を事務局とし、京阪神圏の9府県市（滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、
神戸市）及び関係各省（農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省）により設置された協議会。

健康項目
原則的に全公共用水域及び地下水につき一律に定められている、
人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンク
リートや木材等の特定建設資材を分別解体等により現場で分別
し、再資源化等を行うことを義務付けるとともに、制度の適正か
つ円滑な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、
解体工事業者の登録制度などを設けている。

建設リサイクル推進計画２００２
国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え
方、目標、具体的施策を内容とする計画として策定。目標年度は
平成17年度。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律
地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建
築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成19年3月
現在、4都府県4地域が政令により指定されている。

建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）
産学官共同で開発された、住宅・建築物の居住性（室内環境）の
向上と地球環境への負荷の低減等を、総合的な環境性能として一
体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標として示す評価シ
ステム。

［こ］
広域臨海環境整備センター法
昭和56年法律第76号。廃棄物の広域的処理が必要な区域におい
て、海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法
人の設立手続等を定める。本法に基づき、現在、近畿圏の2府4
県を処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進され
ている。

公園管理団体
民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層
の推進を図る観点から、一定の能力を有する公益法人又はNPO
法人等であって、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園に
あっては都道府県知事が指定する団体。風景地保護協定に基づく
風景地の管理や公園内の利用に供する施設の管理等を行う。

公園計画
国立公園又は国定公園の保護と利用を適正に行うために、公園ご
とに定める計画。「規制計画」と「施設計画」に大別され、この
計画に基づき、公園内の規制の強弱、施設の種類や配置が定めら
れる。

公害健康被害の補償等に関する法律
公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、公害健康被害
補償法が昭和49年9月1日から施行された。本制度は、民事上の
損害賠償責任を踏まえ、汚染物質の排出原因者の費用負担により、
公害健康被害者に対する補償給付等を行うもの。制度の対象とな
る疾病は、気管支ぜん息等のような原因物質と疾病との間に特異
的な関係のない疾病（大気汚染が著しく、その影響による気管支
ぜん息等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定）並
びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因物
質と疾病との間に特異的な関係がある疾病（環境汚染が著しく、
その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域とし
て指定）の2種類がある。このうち第一種地域については、大気
汚染の態様の変化を踏まえて見直しが行われ、昭和61年10月に
出された中央公害対策審議会答申「公害健康被害補償法第一種地
域のあり方等について」に基づき、1）第一種地域の指定解除、2）
既被認定者に関する補償給付等の継続、3）大気汚染の影響によ
る健康被害を予防するための事業の実施、4）「公害健康被害の補
償等に関する法律（公健法）」への法律名の改正等を内容とする
制度改正が行われ、昭和63年3月から施行されている。

公害健康被害予防事業
昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新た
に大気汚染の影響による健康被害を予防するため、独立行政法人
環境再生保全機構（以下「機構」という。）に置かれた公害健康
被害予防基金の運用益により、機構が直接行う事業（1）調査研
究、2）知識の普及、3）研修）と、機構の助成を受けて地方公共
団体等が旧第一種地域等を対象として行う事業（1）計画作成、2）
健康相談、3）健康診査、4）機能訓練、5）施設等整備、6）施設
等整備助成）。

公害防止計画
環境基本法第17条の規定に基づく法定計画で、現に公害が著し
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い地域等において、環境大臣の策定指示により関係都道府県知事
が作成し、環境大臣により同意される公害の防止を目的とした地
域計画。

公害防止事業費事業者負担法
公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の
範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担さ
せる額の算定その他必要な事項を定めたもの。

光化学オキシダント
工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物（NOx）や揮
発性有機化合物（VOC）などが太陽光線を受けて光化学反応を
起こすことにより生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化
学スモッグの原因となっている物質。強い酸化力を持ち、高濃度
では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼすおそれがあり、農
作物などにも影響を与える。

公共車両優先システム
PTPS（Public Transportation Priority System）。バス専用・優
先レーンの設定等の交通規制を行うとともに、バスがなるべく停
止しないように進行方向の信号を優先的に青にすること等によ
り、バスの定時運行と利便性向上を図るシステム。

工業用水法
工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域におけ
る、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。
平成18年3月現在、10都府県17地域が政令により指定されてい
る。

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関す
る法律
国土交通大臣が設置する公共用飛行場のうち騒音等による障害が
著しいと認めて指定した特定飛行場及び成田国際空港について、
騒音の程度に応じて区域指定を行い、区域ごとに行う対策を定め
ている。また、周辺が市街化しているため、計画的な整備が必要
な空港については周辺整備空港と指定し、空港周辺整備機構が当
該空港に係る騒音対策事業の実施主体となることを規定してい
る。最近では、平成14年に一部改正を行い、平成15年10月より
空港周辺整備機構を独立行政法人化した。

航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準
航空機騒音に係る環境基準は、告示により、WECPNL（加重等
価平均感覚騒音レベル　Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level ）の値をもっぱら住居の用に供される地
域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保
全する必要がある地域については75以下にすることとされてい
る。新幹線騒音に係る環境基準は、主として住居の用に供される
地域は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシ
ベル以下とすることとされている。

公健法
「公害健康被害の補償等に関する法律」参照。

交通公害低減システム
EPMS（Environmental Protection Management System）。大気
汚染状況や気象状況を考慮した交通情報提供や信号制御を行うこ
とにより、排気ガス等道路交通に起因する公害を低減するととも
に、自動車からの二酸化炭素排出を抑制することにより、地球温
暖化を防止し、もって環境の保護を図るシステム。

交通需要マネジメント
TDM（Transportation Demand Management）。都市又は地域
レベルの交通需要の時間的・空間的集中を緩和するため、時間の
変更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の
調整等により、交通需要量を調整（＝交通行動の調整）する手法。

高度道路交通システム
ITS（Intelligent Transport Systems）。道路交通の安全性、輸送
効率、快適性の向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用い
て、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する道路交通
システムの総称。

合流式下水道
汚水及び雨水を同一の管きょで排除し処理する方式。分流式下水
道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。古くから下水道
が普及してきた大都市等において多く採用されているが、雨天時
に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、公衆衛
生上の問題が発生している。

国際海事機関
国際貿易に従事する海運に影響のあるすべての種類の技術的事項
に関する政府の規則及び慣行について、政府間の協力のための機

構となり、政府による差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励
し、海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し条
約の作成、最も有効な措置の勧告等を行うことを目的としている。
加盟国167か国、準加盟国3か国。

国際協力機構
Japan International Cooperation Agency。開発途上地域等の経
済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的
とし、技術協力（ODA）等を行う。

国際協力銀行
JBIC（Japan Bank for International Cooperation）。平成11年10
月1日に日本輸出入銀行（JEXIM）と海外経済協力基金（OECF）
が統合して発足。業務はJEXIMが行っていた輸出金融・輸入金
融・投資金融・アンタイドローン等と、OECFが行っていた政府
開発援助（ODA）としての円借款等を、それぞれ「国際金融等
業務」「海外経済協力業務」として継承。
なお、平成18年5月26日付けで成立した「簡素で効率的な政府
を実現するための行政改革の推進に関する法律」（行政改革推進
法）に基づき、国際協力銀行は2008年10月1日に、国際金融等
業務が株式会社日本政策金融公庫の国際金融部門として承継さ
れ、海外経済協力業務が独立行政法人国際協力機構（JICA）に
承継される予定。

国際サンゴ礁イニシアティブ
日米が中心となり、平成7年に開始されたサンゴ礁保全と持続可
能な利用に関する包括的な国際的な枠組み。地球規模でのサンゴ
礁モニタリングの推進及び途上国の能力開発等を実施。わが国は、
地域会合及びワークショップ等を開催することにより、その活動
を推進している。

国際化学物質管理戦略
化学物質管理について、関連する国際機関や諸外国が連携・協力
して取り組むための中長期的な行動計画。2002年（平成14年）2
月の第7回UNEP管理理事会特別会合において、検討に着手する
ことが合意され、2006年（平成18年）2月の閣僚級会合で承認さ
れた。

国際熱帯木材機関
「1983年国際熱帯木材協定（ITTA 1983）」に基づき1986年（昭
和61年）に設立された国際機関。本部は横浜市に置かれており、
60か国とECが加盟している。

国際排出量取引
京都議定書による京都メカニズムの一種類（第17条）。議定書の
削減約束を達成するに当たって、先進国同士が、温室効果ガスの
排出枠の一部を取引することができる制度。

国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤について
の事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約
先進国で使用が禁止又は厳しく制限されている特定の有害な化学
物質が、開発途上国における不適正な使用・管理により、環境汚
染や健康被害を引き起こしている事態に対処するために、締約国
間での化学物質の輸出に当たって事前通報によって輸入国に注意
喚起を行う制度や、化学物質の輸入に関する事前同意
（PIC:Prior Informed Consent）手続等を定めた条約。1998年
（平成10年）9月にロッテルダムにおいて採択され、2004年（平
成16年）2月に発効した。日本は2004年（平成16年）6月に受
諾。

国際民間航空機関
1947年（昭和22年）に国際民間航空条約（シカゴ条約）に基づ
いて設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空の安
全かつ秩序ある発展及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運
営を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関する各
種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行っている。
本部はモントリオールにあり、平成20年4月現在、190か国が加
盟している（日本は昭和28年10月に加盟）。

国土利用計画
国土利用計画法第4条の規定に基づき、第2条に示された国土利
用の基本理念に則して、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全
を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保
することを目的として策定されるものであり、国土の利用に関す
る行政上の諸計画の基本となるもの。

国立水俣病総合研究センター
水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報
収集、整備及び提供をつかさどることを目的に熊本県水俣市に設
置。
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国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
国連経済社会理事会の下部機構の地域委員会の1つとして、1947
年（昭和22年）に前身の国連アジア極東経済委員会（ECAFE）
が設立され、1974年（昭和49年）に現在の名称に改称し、アジ
ア太平洋地域の経済・社会開発に関わる地域協力プロジェクト等
を実施している。ESCAPアジア太平洋環境と開発に関する閣僚
会議（MCED）は、ESCAP各国の環境大臣が一堂に会し、アジ
ア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向け意見交換を行う会議
であり、5年に1回開催されている。

国連環境計画
1972年（昭和47年）にストックホルムで開催された国連人間環
境会議の結果として設立された国連機関であり、本部はケニアの
ナイロビに置かれている。国連諸機関が行っている環境に関する
諸活動の総合的調整管理及び国連諸機関が着手していない環境問
題に対する国際協力の推進を目的としている。

国連持続可能な開発委員会
1992年（平成4年）6月にブラジルのリオデジャネイロで開催さ
れた「環境と開発に関する国連会議」（地球サミット）において
設置が決まった国連組織。環境と経済の統合のための国際的な政
策決定能力の促進やアジェンダ21の実施の進捗状況の審査を行
うことを主な目的として、国連の経済社会理事会の下に設置され
ている。

国連持続可能な開発のための教育の１０年
①2005年1月からの10年間を「国連持続可能な開発のための教
育の10年」とし、②ユネスコにその国際実施計画を作成するよ
う要請し、③各国政府がその実施のための措置を国内の教育戦略
及び行動計画に盛り込むよう呼びかけた第57回国連総会決議に
基づく取組み。2005年9月にユネスコ執行委員会において国際実
施計画が承認され、日本では、同年12月、関係省庁連絡会議を
内閣官房の下に設置し、各方面から寄せられた意見等にも十分に
配慮しつつ検討を進め、2006年3月、関係省庁連絡会議において、
わが国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実
施計画を定めた。

国連食糧農業機関
世界の人々の栄養及び生活水準の向上、食糧及び農産物の生産、
流通の改善、並びに農村住民の生活条件の改善を通じた世界経済
の発展及び人類の飢餓からの解放を目的として、1945年（昭和
20年）に設立された国連の専門機関。2007年現在で、191か国及
びECが加盟している。森林分野では、世界の森林の現況を取り
まとめた「世界森林資源評価」の発刊や森林・林業関係フィール
ド・プロジェクトの実施、森林に関する情報の収集、分析、普及
などの活動を行っている。

国連森林フォーラム
地球サミット以降、世界の持続可能な森林経営の推進を協議する
場として国連に設置された、森林に関する政府間パネル（IPF）、
森林に関する政府間フォーラム（IFF）を受けて、2001年に国連
経済社会理事会（ECOSOC）の下に設置された機関。2007年ま
でに7回の会合が開催され、2015年までに持続可能な森林経営と
4つの世界目標を達成するための方策等を盛り込んだ文書が採択
された。

国連人間環境会議
1972年、スウェーデンのストックホルムで開催された国連とし
て環境問題全般について取り組んだ初めての会議。同会議におい
て、人間環境宣言、環境国際行動計画が採択された。

国連水と衛生に関する諮問委員会
2004年（平成16年）3月、アナン国連事務総長が世界水の日の
メッセージにおいて設置を発表した諮問組織。世界の水問題解決
策の検討を目的としており、世界中のさまざまな分野から、閣僚
経験者や国際機関の長を務めた有識者やNGOの代表など21名の
委員で構成されている。

湖沼水質保全計画
湖沼水質保全特別措置法に基づき、特に緊要な対策が必要として
環境大臣が指定した指定湖沼（現在、琵琶湖、霞ヶ浦等11湖沼）
ごとに、関係都道府県知事が環境大臣の同意を得て策定する。
COD（化学的酸素要求量）、総りん及び総窒素（排水規制対象湖
沼のみ）について水質改善目標値を設定し、湖沼の水質保全に資
する事業に関する方針、水質保全に資する事業に関すること、規
制その他の措置に関すること等を定める。

湖沼水質保全特別措置法
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、水質
汚濁防止法に基づく諸対策のみでは環境基準の達成が難しいこと
から、湖沼の水質保全を総合的に推進するために制定された。

国家ハロンマネジメント戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における
ハロンの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2000
年（平成12年）7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
日本固有の文化的資産として、今後も継承していくべき古都にお
ける歴史的風土を保存するため制定された。平成18年度末現在、
本法が適用されている市町村は、京都市、奈良市、鎌倉市、天理
市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市及び大津市であ
る。

ゴミゼロ国際化行動計画
2005年に開催された3Ｒイニシアティブ閣僚会合で日本が発表し
た、3Ｒを通じた循環型社会の構築を国際的に推進するための日
本の行動計画。
「ゴミゼロ国際化行動計画」は（1）ゴミゼロ社会を国内で実現し、
その経験を世界へ発信（2）開発途上国のゴミゼロ化を支援（3）
ゴミゼロ社会を世界へ広げるための国際協調を推進、を掲げてい
る。

ごみ発電
ごみ焼却時に発生する熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を
発生させてタービンを回して発電を行うもの。化石燃料の使用削
減につながることから温暖化対策としても注目されている。国内
のごみ発電能力は144百万kW（平成15年度）

［さ］
サーマルリサイクル
「熱回収」参照。

再資源化施設
リユース・リサイクルを進めるための施設の総称。

最終処分場
廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終的には埋
立処分又は海洋投入処分される。最終処分は埋立てが原則とされ
ており、大部分が埋立てにより処分されている。最終処分を行う
施設が最終処分場であり、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみ
を埋め立てることができる「安定型処分場」、有害な産業廃棄物
を埋め立てるための「遮断型最終処分場」、前述の産業廃棄物以
外の産業廃棄物を埋め立てる「管理型最終処分場」及び一般廃棄
物最終処分場（「管理型最終処分場」と同様の構造）とに分類さ
れる。これらは埋め立てる廃棄物の性状によって異なる構造基準
及び維持管理基準が定められている。

再使用（リユース）
いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。具体
的には、（1）あるユーザーから回収された使用済み機器等をその
まま、もしくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用す
る「製品リユース」、（2）製品を提供するための容器等を繰り返
し使用する「リターナブル」、（3）ユーザーから回収された機器
などから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等
を施した上で再度使用する「部品リユース」などがある。

再生利用
廃棄物等を原材料として再利用すること。効率的な再生利用のた
めには、同じ材質のものを大量に集める必要があり、特に自動車
や家電製品といった多数の部品からなる複雑な製品では、材質の
均一化や材質表示などの工夫が求められる。なお、再生利用のう
ち、廃棄物等を製品の材料としてそのまま利用することをマテリ
アルリサイクル（例：びんを砕いてカレットにした上で再度びん
を製造する等）、化学的に処理して利用することをケミカルリサ
イクルという（例：ペットボトルを化学分解して再度ペットボト
ルにする等）。

里地里山
奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働き
かけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落を取り巻く
二次林と、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成される
地域概念。

砂漠化対処条約
正式名称は「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国（特にアフリ
カの国）において砂漠化に対処するための国際連合条約」。1994
年（平成6年）に採択され、1996年（平成8年）に発効した。わ
が国は、同条約を1998年（平成10年）に受諾した。砂漠化の影
響を受ける締約国は砂漠化に対処するための行動計画を策定し実
施すること、また、先進締約国は開発途上締約国のそのような取
組を支援すること等が規定されている。約190か国が加盟してい
る。
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産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、
廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をいう。
大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、
廃棄物処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必
要がある。

酸性雨
二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気汚染物質は、大気中で硫酸、硝
酸等に変化し、再び地上に戻ってくる（沈着）。それには2種類
あり、一つは、雲を作っている水滴に溶け込んで雨や雪などの形
で沈着する場合（「湿性沈着」と呼ばれる。）であり、他の一つは、
ガスや粒子の形で沈着する場合（「乾性沈着」と呼ばれる。）であ
る。当初はもっぱら酸性の強い（pHの低い）雨のことのみに関
心が寄せられていた。しかし、現在ではより幅広く、「酸性雨」
は湿性沈着及び乾性沈着を併せたものとしてとらえられている。
（したがって、より科学的には「酸性沈着」という用語が使用さ
れる。）

残留性有機汚染物質
毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する物質で、
POPs（Persistent Organic Pollutants）と呼ばれる。現在、12物
質（アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ク
ロルデン、マイレックス、トキサフェン、ヘキサクロロベンゼン、
PCB、DDT、ダイオキシン類）がPOPs条約（「残留性有機汚染
物質に関するストックホルム条約」参照）の対象となっている。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
POPs（「残留性有機汚染物質」参照）の廃絶、削減等に国際的に
取り組むため、2001年（平成13年）5月に採択され、2004年
（平成16年）5月に発効。POPsの製造、使用の原則禁止及び原則
制限、非意図的生成物質の排出削減、POPsを含む在庫・廃棄物
の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定
等を締約国に義務付けている。日本は、2002年（平成14年）8月
に締結。

［し］
Ｇ8環境大臣会合
主要国首脳会議（Ｇ8サミット）に先立ち、Ｇ8と欧州委員会の
環境担当閣僚が一堂に会し、主な環境問題について意見交換を行
う会議。1992年以来、ほぼ毎年1回、サミット議長国が主催して
開かれている。

資源生産性
投入された資源をいかに効率的に使用して経済的付加価値を生み
出しているかを測る指標で、循環型社会基本計画では、GDP
（国内総生産）を天然資源等投入量（国内・輸入天然資源及び輸
入製品の総量）で割ることによって算出している。天然資源等は
その有限性や採取に伴う環境負荷が生じること、また、それらが
最終的には廃棄物等となることから、より少ない投入量で効率的
にGDPを生み出すよう、資源生産性の増加が望まれる。

資源の有効な利用の促進に関する法律
平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の
改正法として、平成12年に制定されたもの。①製品の環境配慮
設計（軽量化等、解体の容易化等に配慮した設計）、②使用済製
品の自主回収・リサイクル、③製造工程で生じる副産物のリ
デュース・リサイクル（事業所のゼロ・エミッション）といった
3Ｒに関する様々な取組を促進することにより、循環経済システ
ムの構築を目的とする。

資源有効利用促進法
「資源の有効な利用の促進に関する法律」参照。

指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図
るための指針となる数値）
指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは
性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に
防止する観点から科学的知見を集積し、有害性評価に係るデータ
の科学的信頼性において制約がある場合も含めて、評価した結果
として設定されたものであり、現に行われている大気モニタリン
グの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標と
しての機能を果たすことも期待されている。

自然環境保全基礎調査
全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を
把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備す
るために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定
に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の
国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について
調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報
告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの

報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計
画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面
において活用されている。

自然環境保全法
自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合
的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策
定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地
域を原生自然環境保全地域等として保全することなどを規定して
いる。

自然公園法
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、
もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする法律。
同法に基づき、わが国を代表するに足りる傑出した自然の風景地
については国立公園、国立公園に準ずる優れた自然の風景地は国
定公園、都道府県を代表する自然の風景地については都道府県立
自然公園に指定されている。

自然再生推進法
自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生
についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策
定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。

持続可能な開発に関する世界首脳会議
平成14年8月から9月にかけて、南アフリカのヨハネスブルグに
おいて開催された会議。環境と開発に関する国際連合会議（通
称：地球サミット）の合意をさらに着実に実施していくべき旨を
再確認するとともに、各国政府による交渉と合意の成果として、
持続可能な開発のための決意を新たにする「持続可能な開発に関
するヨハネスブルグ宣言」と、各国、国際機関等に対し21世紀
最初の包括的な行動指針を示す「実施計画」が採択された。

持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログ
ラム
Scientific Capacity Building and Enhancement for Sustainable
Development in Developing Countries（持続可能な開発に向け
た開発途上国の研究能力開発・向上プログラム）。アジア太平洋
地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を
目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関する特別措置法
自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみ
によっては大気環境基準の確保が困難となっている地域におい
て、自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気
環境の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づ
き、関東、関西及び中部の約250市区町村が対策地域として指定
され、他の地域よりも厳しい特別の排出ガス規制（車種規制）が
適用されている。

自動車税のグリーン化
排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車
は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷
の大きい自動車は税率を重くする特例措置。

自動車排出ガス測定局
自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差
点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視
する測定局。

自動車リサイクル法
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」参照。

自動車NOx・PM法
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に
おける総量の削減等に関する特別措置法」参照。

自排局
「自動車排出ガス測定局」参照。

社会的責任投資（SRI）
SRI（Socially Responsible Investment）。従来からの株式投資の
尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的
資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を
評価し、投資選定を行う投資行動。

臭化メチル
主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破
壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。
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臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における
不可欠用途臭化メチルの削減に向けた考え方、取組を取りまとめ
たもの。2006年（平成18年）1月に国連環境計画にオゾン事務局
に提出した。

重要生態系監視地域モニタリング推進事業
全国各地にモニタリングサイト（観測拠点）を設定し、様々なタ
イプの生態系を長期的にモニタリングしていく調査事業。基礎的
なデータを継続的に収集することにより、各生物種の増加、減少、
生態系の劣化等の兆候を早期に把握し、生物多様性保全のための
適切な対策につなげていくことを目的としている。調査は、
NPO・ボランティア・研究者等の多様な主体との連携により実
施。本事業は、平成15年度より、平成19年度までの第1期には
約1000箇所のサイトを設置した。第2期の平成20年度からは、
本格調査を開始している。

首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけ
るゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、
都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市（東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま
市（平成15年4月に加入））及び関係各省（農林水産省、経済産
業省、国土交通省、環境省）により設置された協議会。

種の保存法
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」参照。

シュレッダーダスト
廃自動車、廃家電製品等を破砕した後、比重の大きい鉄スクラッ
プと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチックやガ
ラス、ゴムなど比重の小さいものからなる廃棄物。年間発生量は
約100万t前後で推移している。深刻化する埋立処分場不足、有
害物質の混入の他、鉄スクラップ相場などの経済影響を受けやす
く、不法投棄や不適正処理につながりやすい。香川県豊島の不適
正処理はその代表的なもの。

循環型社会形成推進基本計画
循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形
成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社
会の形成に関する施策についての基本的な方針などを定める計画
である。平成15年に第1次計画、平成20年に第2次計画が閣議決
定・国会報告された。同計画は、循環型社会のイメージを明らか
にするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する
「物質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の
役割等を定めている。

循環型社会形成推進基本法
循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めると
ともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の
形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。

循環資源
循環型社会基本法で定義されたものであり、廃棄物等（無価物で
ある廃棄物及び使用済製品等や副産物等で有価のもの）のうち有
用なものを指す。実態的には「廃棄物等」はすべて有用なものと
しての可能性を持っていることから、廃棄物等と同等であるとい
える。有価・無価という違いを越えて廃棄物等を一体的に捉え、
その発生抑制と循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）を推進
するために考案された概念である。

循環型社会
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示
された概念。循環型社会基本法では、第一に製品等が廃棄物等と
なることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできる
だけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないも
のは適正に処分することが徹底されることにより実現される、
「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減さ
れた社会」としている。また、循環型社会基本計画では、このア
ンケート結果を踏まえ、具体的な循環型社会のイメージを提示し
ている。

循環利用率
循環型社会基本計画で採用した指標。同計画では循環利用率＝循
環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量）（＝総物質投入量）
としている。ここで、循環利用量とはリユース又はリサイクルさ
れた量を指す。最終処分量を減らすために適正な循環利用が進む
よう、原則的には増加が望まれる。

準絶滅危惧
存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条
件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要

素を有するもの。

省エネ型製品販売事業者評価制度
省エネルギー型製品の積極的な販売、省エネルギーに関する適切
な情報提供を行っている家電等販売店を「省エネ型製品普及推進
優良店」として、評価・公表し消費者へ広く情報提供していく制
度。

省エネラベリング制度
2000年8月にJIS規格によって導入された表示制度で、家庭で使
用される製品を中心に国の省エネルギー基準を達成しているかど
うかをラベルに表示するもの。現在16機器が対象となっている。

使用済自動車の再資源化等に関する法律
自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付
けることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るた
めの法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した
自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト（破
砕された後の最終残さ）等を引き取ってリサイクルする等の義務
を課し、そのために必要な費用はリサイクル料金（再資源化預託
金等）として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。
解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可
を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は
一元的に情報管理される仕組みとなっている。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量
に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度
等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずること
により、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を
図ること等を目的として制定された。

新エネルギー
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新
エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段
階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でない
もので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」
と定義されている。具体的には、太陽光発電、風力発電、バイオ
マス発電や、太陽熱、雪氷熱利用が該当する。

新交通管理システム
Universal Traffic Management System（UTMS）。 光ビーコン
を用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、
ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するととも
に、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にや
さしい交通社会」の実現を目指すシステム。

新総合物流施策大綱
平成9年に策定された「総合物流施策大綱」策定以降の情勢変化
等を踏まえ、各省庁の物流施策をまとめたもの。新大綱では、1）
コストを含めて国際的に競争力のある水準の物流市場の構築、2）
環境負荷を低減させる物流体系の構築と循環型社会への貢献とい
う2つの目標の達成を目指すこととしている。

振動規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生す
る相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、
道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境
を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

森林原則声明
正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開
発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声
明」。1992年（平成4年）の地球サミットで採択された森林に関
する初めての世界的な合意文書。

［す］
水質汚濁に係る環境基準
水質保全行政の目標として、公共用水域及び地下水の水質につい
て達成し維持することが望ましい基準を定めたもので、人の健康
の保護に関する環境基準（健康項目）と生活環境の保全に関する
環境基準（生活環境項目）の二つからなっている。

水質汚濁防止法
公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護
するとともに生活環境の保全を図るため、事業場からの排出水の
規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等が盛り込
まれている。また、同法においては、閉鎖性水域に対して、汚濁
負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制が導入されてい
る。
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［せ］
生活環境項目
河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれ
ぞれ生活環境を保全する等の上で維持されることが望ましい基準
値を定めている。

生態系ネットワーク
将来にわたって生物多様性が確保される国土を実現するために
は、保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核
としてこれらを有機的につなぐことにより、生息・生育空間のつ
ながりや適切な配置を確保する必要がある。このような生態系の
つながり（ネットワーク）のこと。
ネットワークの形成により、野生生物の生息･生育空間の確保の
他、人と自然とのふれあいの場の提供、地球温暖化防止等多面的
な機能が発揮されることが期待される。

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のた
め実行すべき措置について定める計画（政府の実行計画）
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19
日に閣議決定し、17年4月28日に改訂。平成19年3月30日に新
たな計画を閣議決定。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平
成13年度比で平成22年度から平成24年度までの総排出量の平均
を少なくとも8％削減することを目標とすること等を定めてい
る。

生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム
日本全国の各所に分散している生物多様性に係わる多数の情報の
所在を横断的に検索・把握するための情報源情報の検索システ
ム。生物多様性条約では、「第17条　情報の交換」、「第18条　科
学技術協力」で情報交換の重要性を掲げており、これを基に締約
国等でCHM構築を進めている。日本では、環境省自然環境局生
物多様性センターがCHMのナショナル・フォーカル・ポイント
として生物多様性条約事務局に登録されている。

生物多様性条約
「生物の多様性に関する条約」参照。

生物の多様性に関する条約
生物の多様性に関する条約（平成5年条約9号）。生物の多様性の
保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生
ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。1992年（平成4年）
に採択され、1993年（平成5年）12月に発効した。日本は1993
年（平成5年）5月に締結した。条約に基づき生物多様性国家戦
略を策定し、これに基づく各種施策を実施している。

世界気象機関
世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整
を行うため、世界気象機関条約（1950年発効）に基づき設立さ
れたもので、国連の専門機関の一つである。わが国は1953年に
加盟。

世界経済フォーラム
1971年に設立された非営利の公益団体。スイスのジュネーブに
本拠を置き、法人会員制をとっており、1000近くの企業や団体
が加盟。毎年1月頃政財界のリーダーが参加を得て、スイス・ダ
ボス市において年次総会（通称：ダボス会議）を開催。同会議は、
世界最大級のオピニオン発信の場として、国際世論への影響力は
少なくない。

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（平成4年条約
第7号）。文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産
として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な
協力及び援助の体制を確立することを目的とする。1972年（昭
和47年）に採択され、1975年（昭和50年）に発効した。わが国
においては1992年（平成4年）に発効し、平成20年1月現在、
11の文化遺産及び3つの自然遺産が登録されている。

絶滅危惧IA類
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。

絶滅危惧IB類
IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性
が高いもの。

絶滅危惧II類
絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因
が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに
移行することが確実と考えられるもの。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好

な自然環境を保全することを目的とした法律。

瀬戸内海環境保全特別措置法
瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として、瀬戸内海の環境
の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海環境保全基
本計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発
生の防止、自然海浜の保全、埋立ての基本方針等に関することを
定めている。

ゼロ・エミッション
ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用
することにより、廃棄物の排出（エミッション）をゼロにする循
環型産業システムの構築を目指すもの。国連大学が提唱し、企業
や自治体で取組が進んでいる。

全球降水観測（GPM）計画
人工衛星で高精度・高頻度な全球降水観測を行い、水循環のメカ
ニズム解明に貢献するデータの取得や、気象予報精度の向上など
実利用分野への貢献を目指す国際共同計画。

全球大気監視（GAW）計画
温室効果ガス、オゾン層、エーロゾル、酸性雨など地球環境に関
わる大気成分について、地球規模で高精度に観測し、科学的な情
報を提供することを目的に、世界気象機関（WMO）が1989年
（平成元年）に開始した国際観測計画。

全球地球観測システム（GEOSS）１０年実施計画
既存及び将来の人工衛星や地上観測などの多様な観測システムが
連携した世界全域を対象とした包括的な地球観測システムを
2005年から10年間で構築する計画。同年2月の第3回地球観測サ
ミットにおいて策定。

戦略的環境アセスメント
個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることになる計画（上位
計画）や政策の策定や実施に環境配慮を組み込むため、これらの
策定等の段階において、環境への影響を把握・評価し、環境への
配慮が十分に行われることを確保するための手続。

［そ］
騒音規制措置
在日米軍の航空機騒音による住民の負担を軽減するため、厚木、
横田、嘉手納及び普天間の各飛行場に関する騒音規制について日
米間で合意している。具体的には、①22時から翌朝6時までの間
の飛行等の活動は、運用上の必要性から緊要と認められたものに
制限され、又は禁止されること、②夜間訓練飛行は、任務達成、
練度維持のために必要な最小限に制限されること（厚木飛行場は
記載無し）、③日曜の訓練飛行は最小限に抑えること、④18時か
ら翌朝8時までの間は、原則としてジェット・エンジンのテスト
は実施しないこと（横田飛行場は、翌朝7時まで）、⑤人口稠密
地域上空をできる限り避けること等の規制措置が定められてい
る。

騒音規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生す
る相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、
自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保
全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

騒音に係る環境基準
騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康
の保護に資する上で維持されることが望ましい基準で、地域の類
型及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道騒音及び
建設作業騒音を除く一般騒音に適用される。

総合静脈物流拠点港
広域的なリサイクル施設の立地に対応し、循環資源の収集・輸
送・処理の総合的な静脈物流拠点として、港湾管理者からの申請
により国土交通省港湾局に指定された港湾。このリサイクルポー
トを核として、低廉で環境に優しい海上輸送により、そのネット
ワーク化を図り、総合的な静脈物流システムを構築する。

［た］
第1回アジア・太平洋水サミット
2007年12月3日～4日に大分県別府市で開催された水に関する初
めての首脳級会合。アジア・太平洋地域の36の国・地域（我が
国を含む）が参加し、福田総理大臣を含む10の国・地域より首
脳級が、約20ヶ国より閣僚級が、またユネスコやアジア開発銀
行などの関係国際機関代表、国連「水と衛生に関する諮問委員会」
議長のオランダ国皇太子殿下も参加し、全体規模で約300人の参
加があった。
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ダイオキシン対策推進基本指針
平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定
された国の総合的かつ計画的なダイオキシン対策の具体的な方向
をとりまとめたもの（ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴
い、11年9月改定）。この基本指針では、「今後4年以内に全国の
ダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」と
の政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測
定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定め
ている。

ダイオキシン法
「ダイオキシン類対策特別措置法」参照。

ダイオキシン類
ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－
ジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）に加
え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラ
ナーPCB）と定義している。生殖、脳、免疫系などに対して生
じ得る影響が懸念されており、研究が進められているが、日本に
おいて日常の生活の中で摂取する量では、急性毒性や発がんのリ
スクが生じるレベルではないと考えられている。なお、これらの
物質は炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程などで意図せ
ざるものとして生成される。

ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年7月に議員立法により制定されたダイオキシン類対策に
係る法律。ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去な
どを図り、国民の健康を保護することを目的に、施策の基本とす
べき基準（耐容一日摂取量及び環境基準）の設定、排出ガス及び
排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、
汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められている。

大気汚染物質広域監視システム（愛称：そらまめ君）
窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気環境データをリアルタイ
ムで収集・配信するシステム。（http://soramame.taiki.go.jp/）

大気汚染防止法
工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴う
ばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大
気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許
容限度を定めること等により、国民の健康を保護するとともに生
活環境を保全し、並びに健康被害が生じた場合における事業者の
損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図る
ことを目的としたもの。

耐容一日摂取量
Tolerable Daily Intake。生涯にわたって継続的に摂取したとし
ても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量。

［ち］
チーム・マイナス6％
京都議定書による我が国の温室効果ガス6％削減約束に向けて、
国民一人ひとりがチームのように一丸となって地球温暖化防止に
立ち向かうことをコンセプトに、平成17年4月から政府が推進し
ている国民運動。

地域循環圏
地域の特性や循環資源の性質に応じて、最適な規模の循環を形成
することが重要であり、地域で循環可能な資源はなるべく地域で
循環させ、地域での循環が困難なものについては循環の環を広域
化させていくという考え方。

地球温暖化対策の推進に関する法律
地球温暖化対策を推進するための法律。京都議定書目標達成計画
の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措
置、温室効果ガスの多量排出者に温室効果ガスの排出量を算定し
て国に報告することを義務づけ、国が報告されたデータを集計・
公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」等につい
て定めたもの。

地球環境研究総合推進費
地球環境保全のための政策を科学的側面から支援することを目的
として、研究課題を公募、審査により採択する競争的研究資金。
地球温暖化研究をはじめ、オゾン層の破壊、越境汚染、広域的な
生態系保全・再生、持続可能な社会・政策研究等、総合的に地球
環境研究を推進している。

地球環境戦略研究機関
持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発、環境対策の戦
略を作成するための政策的・実践的研究を行っている。1998年
（平成10年）に設立された。

地球環境ファシリティ
開発途上国等における地球環境保全への取組を促進するための主
要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEP
の協力により1991年（平成3年）に発足。

地球観測に関する政府間会合
「全球地球観測システム（GEOSS）10年実施計画」の推進のため
の国際的な組織。2005年（平成17年）2月の第3回地球観測サ
ミットにおいて設置が決まったもの。本部はスイス（ジュネーブ）。
日米欧を含む約72カ国と約52機関が参加。（平成19年11月現在）

地球シミュレータ
独立行政法人海洋研究開発機構が保有するスーパーコンピュー
タ。地球規模の気候や地殻の変動メカニズムをシミュレーション
することができる。

中間処理
収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別な
どにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、最終処分場に
埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。さらに、
鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収
し、有効利用する役割もある。

中部圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけ
るゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成17年9月に、
都市再生本部事務局を事務局とし、中部圏の7県市（長野県、岐
阜県、静岡県、愛知県、三重県、静岡市、名古屋市）及び関係各
省（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）により設置
された協議会。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被
害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、
鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的とした法律。

鳥類観測ステーション
鳥類標識調査を重点的に実施するために設定してきた調査地点
で、現在、全国各地に計60か所が設定されている。

鳥類標識調査
かすみ網などの捕獲用具を使って鳥類を捕獲し、足環などによっ
て個体識別することで、渡り鳥の渡り経路や生態を解明するため
の調査。鳥類の識別について十分な知識を持ち、鳥を安全に捕獲
して放鳥する技術を身につけた調査員によって調査が実施されて
いる。

鳥獣保護法
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」参照。

［て］
テレワーク
情報通信技術を活用した、時間と場所にとらわれない柔軟な働き
方であり、企業等に勤務する被雇用者が行う雇用型テレワーク
（例:在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィスでの勤務）
と、個人事業者・小規模事業者等が行う自営型テレワーク
（例:SOHO、在宅ワーク）に大別される。

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
（RPS法）
エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保等を目的に、電気事業
者に対して、毎年その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネ
ルギー等の電気の利用を義務付け、新エネルギー等の利用の推進
を図る法律。

［と］
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の虐待防止、適正な取扱いについて定め、動物愛護の気風の
招来、生命尊重、友愛等の情操の涵養に資するとともに、動物の
管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産
への侵害を防止することを目的とするもの。平成17年の法改正
では、「基本指針」及び「動物愛護管理推進計画」の策定、動物
取扱業規制の強化、個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全
国一律化等が盛り込まれた。

道路交通情報通信システム
VICS（Vehicle Information and Communication System）。ドラ
イバーの利便性の向上、渋滞の解消・緩和等を図るため、渋滞状
況、所要時間、工事・交通規制等に関する道路交通情報を、道路
上に設置したビーコンやFM多重放送により、ナビゲーションシ
ステム等の車載機へリアルタイムに提供するシステム。光ビーコ
ン、電波ビーコン、FM多重放送の3種類のメディアにより情報
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提供される。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被
害を防止するため、特定外来生物として指定した生物の輸入や取
扱いを規制し、防除等を行うことを定めた法律。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全
上の支障の未然防止を図ることを目的としている。環境への排出
量の把握等を行うPRTR制度及び事業者が化学物質の性状及び
取扱いに関する情報（MSDS）を提供する仕組み等が導入された。

特定家庭用機器再商品化法
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業
者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引
渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き取った廃家電
の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けたもの。

特別管理廃棄物
廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるなど人の健康または
生活環境に被害を及ぼすおそれがある性状を有するもの。他の廃
棄物と区別しての収集運搬や、特定の方法による処理を義務付け
るなど、特別な処理基準が適用される。特別管理一般廃棄物と特
別管理産業廃棄物に分けて政令で指定することとされており、特
定の施設から生ずるばいじん、病院等から生ずる感染性廃棄物、
廃PCB、廃石綿などが指定されている。

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
平成15年法律第98号。平成10年6月以前に不適正処分された産
業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等を自ら行う都
道府県等に対し、それに要する経費に国が財政支援等を行うため
の枠組みを規定している。

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する
法律
オゾン層を破壊したり地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン
類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されている
フロン類の回収及び破壊を実施するための措置等を定めた法律。
平成18年6月に改正され、機器の廃棄時にフロン類の回収行程を
管理する制度が導入されたほか、整備時の回収義務の明確化等が
盛り込まれ、平成19年10月1日に施行された。

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を
保護するとともに生活環境を保全するため、これまで未規制で
あった公道を走行しない特殊自動車（オフロード特殊自動車）に
対する排出ガス規制を行う法律。

特定農薬
その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす
おそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大
臣が指定する農薬（農薬取締法第2条第1項）。平成20年1月現在、
重曹、食酢及び使用場所周辺にもともといた天敵が指定されてい
る。

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
国際的に協力してオゾン層の保護を図ることを目的として、オゾ
ン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に
関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するための特
定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する
措置等を定めた法律。

特定物質の排出抑制・使用合理化指針
昭和64年環境庁・通商産業省告示第2号。オゾン層保護法第20
条に基づき、使用事業者による特定物質の排出の抑制対策として、
密閉、吸着、凝縮等を通じ、特定物質の大気中への放出の抑制を
図ること、また、特定物質の使用の合理化対策として、代替品の
導入、回収再利用、省フロン型設備の導入等を通じ、日本全体と
しての特定物質の有効利用を図ること等を定めている。

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義
のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措
置命令等を規定している。

土壌汚染対策法
土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的と
して、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置
及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めてい
る。

トロント会議
1988年6月にカナダのトロントで開催された大気変動に関する国
際会議。地球温暖化が国際的に重要な政策課題として初めて議論
された。同会議では、「とりあえずの目標としてCO2排出量を
2005年に1998年レベルの2割削減とすること」が提案された。

［な］
ナショナル・トラスト活動
寄附を募って土地や建造物等を取得したり、所有者と保全契約を
結んで開発を防ぐなどの方法により、国民自らが自然環境や歴史
的価値を有する文化遺産等の景観を保全、管理し、それらの財産
を広く一般に公開する市民運動。この活動は19世紀末のイギリ
スで始まり、現在、日本各地でも広く行われている。

ナノテクノロジー
ナノ（10億分の1）メートルの精度を扱う技術の総称。マイク
ロ－マシンなどの加工・計測技術だけでなく、新素材の開発など
も含めていう。

南極地域の環境の保護に関する法律
国際的に協力して、南極地域の環境の包括的な保護を図り、「環
境保護に関する南極条約議定書」の的確かつ円滑な実施を確保す
るため、南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、環境影
響評価の実施、南極動植物の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋
汚染の防止並びに特別保護地区における活動の制限などを規定
し、南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講じて
いるもの。また、同法第5条第1項に基づき、南極地域で観光、
冒険旅行、取材等のあらゆる活動（ただし、海域における漁業活
動等は除く）を行う場合は、当該活動について環境大臣へ申請し、
南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受け
る必要がある。また、日本以外の議定書締約国において、確認に
類する許可等の行政処分を受けた場合には、同法第5条第3項に
基づき環境大臣への届出が必要となる。詳細については、「南極
地域の環境保護」ホームページ（http://www.env.go.jp/earth/
nankyoku/kankyohogo/）参照。

［に］
二酸化硫黄
硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、かつての四日市ぜん
そくなどの公害病や酸性雨の原因となっている。

日中韓三カ国環境大臣会合
北東アジアの中核である日本・中国・韓国の3か国の環境大臣が
一堂に会し、地域及び地球規模の環境問題に関する対話や協力関
係を強化するため、1999年（平成11年）より毎年開催。

日本版バイオセーフティクリアリングハウス
カルタヘナ議定書事務局が運営しているバイオセーフティに関す
る情報交換センター（バイオセーフティクリアリングハウス：
BCH）と連携して環境省が運営しているホームページ。

人間環境宣言
1972年、スウェーデンのストックホルムで開催された人間環境
会議において採択された環境問題に取り組む際の原則を明らかに
した宣言。環境問題を人類に対する脅威と捉え、国際的に取り組
むべきことを明らかにしている。

［ね］
熱回収
廃棄物等から熱エネルギーを回収すること。ごみの焼却から得ら
れる熱が、ごみ発電をはじめ、施設内の暖房・給湯、温水プール、
地域暖房等に利用されている例がある。リユース、マテリアルリ
サイクルを繰り返した後でも熱回収は可能であることから、循環
型社会基本法では、原則としてリユース、マテリアルリサイクル
が熱回収に優先することとされている。なお、熱回収はサーマル
リカバリーとも言う。

［の］
農薬登録保留基準
農薬取締法に基づき登録の申請のあった農薬について、登録を認
めるかどうかの判断基準。環境省では、1）作物残留、2）土壌残
留、3）水産動植物の被害防止及び4）水質汚濁の観点からそれ
ぞれ基準を定めている。

農薬取締法
昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及
び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安
全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の
健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与する
ことが目的。
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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国
及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損
なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物の生育が阻害
されることを防止することが目的。鉱山の廃水等に由来した重金
属類による農用地汚染等が原因と考えられる健康被害（イタイイ
タイ病）や作物の生育阻害が大きな問題となったことから制定さ
れた。

［は］
バーゼル条約
正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制
に関するバーゼル条約」。1989年（平成元年）に採択、1992年
（平成4年）に発効し、日本は1993年（平成5年）に加入。有害
廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処
分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。

バーゼル法
正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」。
平成4年12月16日法律第108号。バーゼル条約を担保する国内法
であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸
出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。

バイオマス
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄
物系バイオマスとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃
棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法
としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ
原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、アル
コール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用
などもある。

バイオマス・ニッポン総合戦略
バイオマスの積極的な利活用に向けて平成14年12月に閣議決定
した総合戦略（平成18年3月改訂）。http://www.maff.go.jp/j/
biomass/で入手可能。

バイオマスタウン
域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生
から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システ
ムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われてい
るか、あるいは今後行われることが見込まれる地域。平成20年4
月末現在、全国141市町村がバイオマスタウン構想を策定・公表
し、取組を進めている。

バイオレメディエーション
微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって、
土壌、地下水等の環境汚染の浄化を図る技術のこと。

廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」参照。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再
生、処分等の処理をすることを目的とした法律で、廃棄物処理施
設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基準の
策定等を内容とする。

排出者責任
廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関す
る責任を負うべきとの考え方。廃棄物処理に伴う環境負荷の原因
者はその廃棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物処理に
伴う環境負荷低減の責任を負うという考え方は合理的であると考
えられ、その考え方の根本は汚染者負担の原則にある。

ばいじん
工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の
燃焼等に伴い発生する物質。

発生抑制（リデュース）
廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先
される。リデュースのためには、事業者には原材料の効率的利用、
使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の
設計から販売に至るすべての段階での取組が求められる。また、
消費者は、使い捨て製品や不要物を購入しない、過剰包装の拒否、
良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般
にわたる取組が必要。

ハロン
主に消火剤として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリ
オール議定書の削減規制対象物質である。温室効果ガスでもある。

［ひ］
ヒートアイランド現象
都市域において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアス
ファルトによる被覆の増加、それに伴う自然的な土地の被覆の減
少、さらに冷暖房などの人工排熱の増加により、地表面の熱収支
バランスが変化し、都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象を
ヒートアイランド現象という。この現象は、都市及びその周辺の
地上気温分布において、等温線が都心部を中心として島状に市街
地を取り巻いている状態により把握することができるため、ヒー
トアイランド（熱の島）といわれる。

ヒートアイランド対策関係府省連絡会議
ヒートアイランド対策に関係する行政機関が相互に密接な連携と
協力を図り、ヒートアイランド対策を総合的に推進するため、平
成14年9月に設置された。内閣官房、警察庁、文部科学省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成される。

ヒートアイランド対策大綱
ヒートアイランド対策に関する国、地方公共団体、事業者、住民
等の取組を適切に推進するため、基本方針を示すとともに、実施
すべき具体の対策を体系的にとりまとめたもの。平成16年3月、
ヒートアイランド対策関係府省連絡会議において策定された。

東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ
東アジア・オーストラリア地域において、渡り性水鳥及びその生
息地の保全に関する国際協力の推進を図ることを目的とした、政
府機関、国際機関、国際NGO等のためのパートナーシップ。
1996年（平成8年）から実施されたアジア太平洋地域渡り性水鳥
保全戦略の成果を踏まえ、その解消と共に、我が国及び豪州環境
省が主導し、2006年（平成18年）11月に発足した。渡り性水鳥
の重要生息地ネットワークの構築、その普及啓発及び保全活動の
促進等を行っている。

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
東アジア地域における酸性雨の現状やその影響を解明するととも
に、この問題に対する地域協力体制の確立を目的として、各国の
自主的な参加、貢献の下で設立されているネットワーク。参加国
は共通の手法を用いて酸性雨のモニタリング（湿性沈着、乾性沈
着、土壌・植生、陸水の4分野）を行っており、得られたデータ
はネットワークセンターに集積され、解析、評価及び提供がなさ
れている。また、データの質の向上のため、精度保証・精度管理
活動等も推進している。事務局は国連環境計画（UNEP）が指定
されており、アジア太平洋地域資源センター（バンコク）におい
てその活動を行っている。また、ネットワークセンターには、
（財）日本環境衛生センター・酸性雨研究センター（新潟県）が
指定されている。現在の参加国は、カンボジア、中国、インドネ
シア、日本、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、
フィリピン、ロシア、タイ及びベトナムの13か国。

干潟
干出と水没を繰り返す平坦な砂泥底の地形で、内湾や河口域に発
達する。浅海域生態系のひとつであり、多様な海洋生物や水鳥等
の生息場所となるなど重要な役割を果たしている。

光ビーコン
ビーコン（路側に設置し、アンテナ部を通じ、車両の位置座標や
道路交通情報等を送受信する装置）の一種。通過車両を感知して
交通量等を測定するとともに、車載のカーナビゲーション装置等
と交通管制センターの間の情報のやりとりを媒介する路上設置型
の赤外線通信装置である。赤外線の代わりに準マイクロ波を使用
する電波ビーコンも実用化されている。

微小粒子状物質
浮遊粒子状物質のうち、粒径2.5μm（マイクロメートル：μm＝
100万分の1m）以下の小さなもの。健康への影響が懸念されて
いる。

非特定汚染源
工場・事業場や家庭からの排水などと異なり、汚濁物質の排出ポ
イントが特定しにくく、面的な広がりをもつ市街地、農地、山林
等の地域を発生源とする負荷や降雨等に伴って大気中から降下し
てくる負荷のこと。

非メタン炭化水素
Non-methane Hydrocarbons。全炭化水素（メタンを含むすべて
の炭化水素。）からメタンを除いたもの。

貧酸素水塊
溶存酸素濃度が極度に低下した水塊のこと。水域の底層において
は、微生物などが富栄養化によって増殖したプランクトンの死骸
や水域に流入する有機物を分解するため、酸素を消費し、溶存酸
素濃度が極度に低下する。貧酸素水塊が水の表層に上昇すると青
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潮を引き起こす。水生生物が貧酸素水塊に長時間接することで死
滅する等の被害が出ることがある。

風景地保護協定
自然公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を
図るため、土地所有者と公園管理団体等との間で協定を締結し、
公園管理団体等により、草原の火入れ、刈払いなどの自然の風景
地の管理を行う制度。

富栄養化
湖沼や内湾が水中に窒素、りん等の栄養塩が多い状態に遷移する
こと。藻類の異常繁殖により、アオコ、赤潮等の原因となる。湖
沼や東京湾等の内湾で生活排水等の人為的な原因で急速に進行し
ていることが問題になっている。

覆砂
ヘドロや底泥の堆積した水底を砂等により覆うこと。ヘドロや底
泥からの栄養塩や有害物質の溶出の防止、漁場環境の改善を目的
に行うものである。

物質フロー（マテリアル・フロー）会計
MFA： Material Flow Accounts。区域及び期間を区切って、当
該区域への物質の総投入量、区域内での物質の流れ、区域外への
物質の総排出量等を集計したもの。資源生産性などの指標を算定
する基礎となる。循環型社会白書では、日本という単位で集計し
ているが、地方公共団体、企業、事業場などを単位としても集計
することが可能。また、物質フロー会計を用いて資源利用の効率
性を分析することを「物質フロー分析」という。物質フロー分析
は、通常の経済統計では分からない、経済における天然資源その
他の資源の浪費を見出すのに役立つ。

浮遊粒子状物質
大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）
のうち粒径が10μm（マイクロメートル：μm=100万分の1m）
以下のものをいう。

プロファイル信号制御方式
上流の交差点における交通量を計測して、その情報に基づいて下
流の交差点に到達する交通量を予測し、それに応じて直ちに最適
な信号制御を行う次世代の信号制御方式。あらかじめ作成した複
数の制御パターンから選択して制御していた従来の信号制御に比
べ、よりきめ細かな信号制御が可能となる。

フロン回収・破壊法
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律」参照。

粉じん
物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。

分野別推進戦略
科学技術基本計画（第3期）に基づき、環境分野を含む8つの分
野について、重要な研究開発課題、推進方策や今後5年間に集中
投資すべき戦略重点科学技術などを明確化したもの。平成18年3
月に総合科学技術会議によって決定された。

分類群
ワシントン条約では、附属書掲載種が科、属、種、亜種又は変種
など異なる分類レベルで区切られているため、区切られた1つを
1分類群として数える。

［ほ］
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障
害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について
必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる
損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向
上に寄与することを目的とし、騒音防止工事の助成（学校、病院
等の防音工事）、住宅防音工事の助成、移転等の補償、移転先地
の公共施設整備の助成、土地の買い入れ、買い入れた土地の無償
使用、緑地帯の整備等の各種施策を定めたもの。

ポートステートコントロール
Port State Control（PSC）。船舶の登録国である旗国政府が本来
果たすべき役割を補完するため、寄港国の政府が、入港する外国
船舶に対して立入検査を行い、船舶の構造設備・船員の資格証明
等について、国際条約に定められている基準への適合を監督する
制度。

北西太平洋地域海行動計画
海洋環境の保全のため国連環境計画（UNEP）が進めている地域
海計画の一つ。日本海及び黄海を対象とし、1994年（平成6年）

に日本、中国、韓国及びロシアの4か国により採択された。その
事務局機能を果たすRCU（地域調整ユニット）が、日本（富山）
及び韓国（釜山）に2004年（平成16年）に設置された。

北東アジア環境協力高級事務レベル会合
北東アジア準地域環境協力プログラム（NEASPEC）の管理主体
であり、最高意思決定機関。北東アジア地域6か国（日本、韓国、
中国、ロシア、モンゴル、北朝鮮）が原則毎年会し、地域協力が
不可欠な地球規模の環境問題について政策対話や意見交換を行う
ほか、NEASPECの事業計画や予算の承認を行う。

北東アジア準地域環境協力プログラム（NEASPEC）
1993年に「北東アジア環境協力高級事務レベル会合」で決定し
た地域の環境協力の取組を具体化するための包括的な政府間協力
メカニズム。これまでに、大気汚染対策のためのトレーニングや
データ収集、大型ほ乳類や渡り鳥の保全計画作りを行っている。

ポリ塩化ビフェニル（PCB）
PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐
熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用
いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすく
かつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用
の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法に
基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物に
ついては、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が
長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別
措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年まで
に処理を終えることとしている。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、処理体制の速やかな整備と
確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護と生活環境の保
全を図ることを目的として定められたもの。処分そのものを一定
期間内に確実に行う点に重きを置いて立法措置がとられた。

［ま］
マテリアル・リサイクル
「再生利用」参照。

マニフェスト制度
排出事業者が廃棄物の処理を委託する際に処理業者に管理票（マ
ニフェスト）を交付し、処理終了後に処理業者よりその旨を記載
した管理票の写しの送付を受けることにより、排出事業者が廃棄
物の流れを管理し、適正な処理を確保するための仕組みのこと。
平成3年の廃棄物処理法改正により創設され、平成5年4月より
特別管理産業廃棄物に限って義務づけられたが、平成9年6月の
同法改正によりすべての産業廃棄物に拡大された（平成10年12
月より）。また、家電リサイクル法や自動車リサイクル法でも採
用されている。

慢性砒素中毒症
砒素中毒症には急性型と慢性型がある。慢性中毒症は長期にわ
たって砒素が摂取される場合にみられ、多彩な症状を呈する。す
なわち、皮膚には初期に皮膚炎、後には摩搾部を中心として色素
沈着、色素脱失が認められ、足蹠、手掌などを中心として角化症
がみられるようになる。一方、神経系に対する障害も知られてい
る。

［み］
水資源・環境無償
上下水道、治水、灌漑等の水資源関連案件とCO2排出量の削減や
森林保全等の環境関連案件を対象とするODA予算枠（平成16年
度創設）。

緑の回廊
森林生態系保護地域を中心に他の保護林とのネットワークの形成
を図るため、これらの保護林間を連結する野生動植物の移動経路
のこと。野生動植物の移動経路を確保し、生息・生育地の拡大と
相互交流に資することを目的として管理を行うことにより、分断
化された個体群の保全と個体群の遺伝的多様性の確保、生物多様
性の保全を期待している。

緑の国勢調査
「自然環境保全基礎調査」参照。

ミレニアム生態系評価
国連の主唱により2001年（平成13年）から2005年（平成17年
度）にかけて行われた、地球規模の生態系に関する総合的評価。
95ヵ国から1,360人の専門家が参加。生態系が提供するサービス
に着目して、それが人間の豊かな暮らし（human well-being）に
どのように関係しているか、生物多様性の損失がどのような影響
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を及ぼすかを明らかにした。これにより、これまであまり関連が
明確でなかった生物多様性と人間生活との関係がわかりやすく示
されている。生物多様性に関連する国際条約、各国政府、NGO、
一般市民等に対し、政策・意志決定に役立つ総合的な情報を提供
するとともに、生態系サービスの価値の考慮、保護区設定の強化、
横断的取組や普及広報活動の充実、損なわれた生態系の回復など
による思い切った政策の転換を促している。

［も］
モーダルシフト
トラック等による幹線貨物物流を、環境負荷の少ない大量輸送機
関である鉄道貨物輸送・内航海運に転換すること。

モニタリングサイト１０００
「重要生態系監視地域モニタリング推進事業」参照。

藻場
大型底生植物（海藻・海草）の群落を中心とする浅海域生態系の
ひとつであり、海洋動物の産卵場や餌場となるなど重要な役割を
果たしている。

モントリオール・プロセス
地球サミットでの森林に関する合意を受け、欧州以外の温帯林・
北方林を対象とした、森林経営の持続可能性を把握・分析・評価
するための基準・指標の策定・運用に向けた取組。1993年（平
成5年）に開始された。1995年（平成7年）には「サンティアゴ
宣言」が採択され、持続可能な森林経営のための7基準67指標が
合意された。なお、世界的には9つの同様な取組が進められてお
り、FAOによれば2000年の時点で149カ国がこれら9つの取組
のうち少なくとも1つに参加している。

モントリオール議定書
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」参照。

［ゆ］
有害大気汚染物質
大気中から低濃度ではあるが検出され、長期間に渡ってばく露す
ることにより健康影響が生ずるおそれのある物質。

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバー
ゼル条約
1989年（平成元年）に採択、1992年（平成4年）に発効し、日本
は1993年（平成5年）に加入。有害廃棄物の輸出に際しての許可
制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸
入の義務等を規定している。

有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワーク
我が国の提案により、有害廃棄物の不法輸出入防止を目的として、
平成15年に開始された政府間ネットワーク。各国のバーゼル条
約担当官による日常的な情報交換やワークショップの開催、ウェ
ブサイトの運用等により、アジア各国のバーゼル条約実施能力の
向上及び情報交換体制の整備等を行っている。

［よ］
要監視項目
平成5年3月に人の健康の保護に関する環境基準項目の追加等が
行われた際に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが公共用
水域等における検出状況等から見て、現時点では直ちに環境基準
健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される
クロロホルム等の25物質について「要監視項目」と位置付け、
継続して公共用水域等の水質の推移を把握することとした。その
後、平成11年2月の見直しにより3項目を水質環境基準項目に移
行し、16年3月には、新たに5項目を追加しており、現在では、
27項目を設定している。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容
器包装リサイクル法）
平成7年法律第112号。一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を
図るため、家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄物につい
て、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を
製造する又は販売する商品に容器包装を用いる事業者は再商品化
を実施するという新たな役割分担を定めたもの。

容器包装リサイクル法
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
参照。

ヨハネスブルグサミット実施計画
持続可能な開発に関する世界首脳会議（通称：ヨハネスブルグサ
ミット）において採択されたアジェンダ21の実施を促進するた
めの文書。

ヨハネスブルグ宣言
持続可能な開発に関する世界首脳会議（通称：ヨハネスブルグサ
ミット）において採択された持続可能な開発に向けた各国首脳の
決意を示す文書。各国が直面する環境、貧困等の課題を述べた上
で、清浄な水、衛生、エネルギー等のコミットメントを記述して
いる。

［ら］
ライダー装置
レーザー光線を発射し、返ってくる光を測定・解析することによ
り、上空にの黄砂・エーロゾル・オゾンなどの鉛直方向の濃度分
布をリアルタイムで把握する装置。

ライフサイクル・アセスメント
原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生
涯（ライフサイクル）で、環境に与える影響を分析し、総合評価
する手法。製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴があ
る。

ラムサール条約
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関す
る条約」。1971年（昭和46年）に採択、1975年（昭和50年）に
発効し、日本は1980年（昭和55年）に加入。国際的に重要な湿
地の保全及びそこに生息、生育する動植物の保全、適正な利用を
推進することを目的としている。平成20年5月現在、わが国では
33か所の湿地が登録されている。

［り］
リ・スタイル（Re-Style）
リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル
（Recycle）の3つのリ（Re）を推進する、循環型社会におけるラ
イフスタイル、ビジネススタイルを「リスタイル」として平成
14年版循環型社会白書で提唱。

リサイクル
廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用する再生利用
（再資源化）、焼却して熱エネルギーを回収するサーマル・リサイ
クル（熱回収）がある。

リサイクルポート
「総合静脈物流拠点港」参照。

リデュース
「発生抑制」参照。

硫酸ピッチ
強酸性で油分を有する泥状の廃棄物。雨水等と接触して亜硫酸ガ
スを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性があ
る。近年不法投棄等が問題となっており、不正軽油（軽油引取税
の脱税を目的として製造される軽油）を密造する際に不正軽油の
原料であるA重油や灯油に濃硫酸処理を施すことにより副産物
として発生することが多い。

リユース
「再使用」参照。

［れ］
レッドリスト
日本の絶滅のおそれのある野生生物種のリスト。日本に生息また
は生育する野生生物について、生物学的観点から個々の種の絶滅
の危険度を評価し、絶滅のおそれのある種を選定してリストにま
とめたもの。

［ろ］
ロンドン条約１９９６年議定書
正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染
の防止に関する条約の1996年の議定書」。1996年（平成8年）に
採択、2006年（平成18年）に発効、2007年（平成19年）10月締
結。ロンドン条約の内容を改正・強化した議定書であり、廃棄物
の海洋投棄及び海底下廃棄を原則禁止とするとともに、投棄可能
な廃棄物についても、その環境影響についての事前の検討等を求
めている。

［わ］
ワシントン条約
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関
する条約」。1973年（昭和48年）に採択、1975年（昭和50年）
に発効し、日本は1980年（昭和55年）に加入。野生動植物の国
際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的とし
ている。条約の附属書に掲載された野生動植物の国際取引は禁止
又は制限され、輸出入の許可書等が必要となっている。
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渡り鳥等保護条約
略称、採択及び発効年は次のとおり。「日米渡り鳥等保護条約」、
1972年（昭和47年）に採択、1974年（昭和49年）に発効。「日
豪渡り鳥等保護協定」、1974年（昭和49年）に採択、1981年
（昭和56年）に発効。「日中渡り鳥保護協定」、1981年（昭和56
年）に採択、1981年（昭和56年）に発効。「日ソ渡り鳥等保護条
約」（日本とロシア連邦との間で承継）、1973年（昭和48年）に
署名、1988年（昭和63年）に発効。これらは、渡り鳥の捕獲等
の規制、絶滅のおそれのある鳥類の保護（日中を除く。）及びそ
れらの鳥類の生息環境の保護等を目的としている。条約等に基づ
く会議は、それぞれおおむね2年ごとに日本、相手国交互に開催
されているほか、韓国との間でも渡り鳥保護協力会合の開催等を
行っている。

［Ａ］
AFP
「アジア森林パートナーシップ」参照。

APEIS
「アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト」参照。

APFED
「アジア太平洋環境開発フォーラム」参照。

APN
「アジア太平洋地球変動研究ネットワーク」参照。

APP
「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ」
参照。

ARGO計画
地球全体の海洋変動をリアルタイムに捉えることを目指す国際的
な研究計画。水深2,000mまでの水温や塩分のデータを、世界の
海に展開されたアルゴフロートと呼ばれる観測機器によって取得
し、人工衛星を介して各国に配信する。気候変動のメカニズム解
明や予測精度の向上につながることが期待されている。

ASEAN+3環境大臣会合
2002年（平成14年）以来、ASEANに日本、中国、韓国を加え
ることにより、東アジア地域の環境分野における地域協力を促進
することを目的に、毎年開催されている。

［Ｂ］
BOD
Biochemical Oxygen Demand 水中の有機汚濁物質を分解する
ために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は
著しい。

BRT
Bus Rapid Transit  輸送力の大きなノンステップバスの投入、バ
ス専用レーン、公共車両優先システム等を組み合わせた高次の機
能を備えたバスシステム

［Ｃ］
CASBEE
「建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）」参照。

CAPaBLE
「持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プロ
グラム」参照。

CDM
「クリーン開発メカニズム」参照。

CFC
クロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。冷媒、発泡剤、
洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリ
オール議定書の削減規制対象物質である。また、強力な温室効果
ガスである。

CHM
「生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム」参照。

COD
Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量。水中の有機汚
濁物質を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に
換算したもの。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

COP/MOP1
「京都議定書第1回締約国会合」参照。

CSD
「国連持続可能な開発委員会」参照。

CSR
「企業の社会的責任」参照。

CTE
「WTO貿易と環境に関する委員会」参照。

［Ｄ］
DO
Dissolved Oxygen 溶存酸素量。水に溶解している酸素の量。
水生生物の生息に必要であり、数値が大きいほど良好な環境。

［Ｅ］
EANET
「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク」参照。

EPMS
「交通公害低減システム」参照。

ESCO
Energy Service Companyの略称で、ビルや工場の省エネ化に必
要な、「技術」・「設備」・「人材」・「資金」などのすべてを
包括的に提供するサービス。ESCO事業は、省エネ効果をESCO
が保証するとともに、省エネルギー改修に要した投資・金利返
済・ESCOの経費等が、すべて省エネルギーによる経費削減分で
まかなわれるため、導入企業における新たな経済的負担はなく、
契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となる。

ESCAP
「国連アジア太平洋経済社会委員会」参照。

ETC
別称：ノンストップ自動料金支払いシステム。有料道路における
料金所渋滞の解消等を目的に、料金所ゲートと通行車との間の無
線通信により自動的に料金の支払いを行い、料金所を停止するこ
となく通行可能とするシステム。

E-waste
Electronic and Electrical Wastes （電気電子機器廃棄物）の略
称。使用済みのテレビ、パソコン等の電気電子機器であって中古
利用されずに分解・リサイクル又は処分されるものを指す。その
発生量及び輸出入量が増加しているといわれているが、鉛などの
有害物質が含まれているため、不適正な処理に伴う環境及び健康
に及ぼす悪影響が懸念されている。

［Ｆ］
FAO
「国連食糧農業機関」参照。

［Ｇ］
GEF
「地球環境ファシリティ」参照。

GEO
「地球観測に関する政府間会合」参照。

GHS
「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」参照。

GIS
Geographic Information System 地理情報システム。電子化した
地理情報をコンピュータ上で管理し、検索、編集、分析などを行
えるシステム。

GSNMC
GCOS Surface Network Monitoring Centre GSN監視セン
ター。全球気候観測システム（GCOS）を構成する地上の観測網
（GSN）として、WMO加盟各国の観測点の中から約1000地点が
設定されており、この観測網から通報される地上月気候値気象通
報（CLIMAT報）の入電率や品質のリアルタイム監視を行うセ
ンター。気象庁とドイツ気象局で協同して業務を行っている。

［Ｈ］
HCFC
ハイドロクロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。
CFCの代替物質として使用される。オゾン層破壊物質であり、
モントリオール議定書の削減規制対象物質である。オゾン層破壊
係数はCFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスである。
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HFC
ハイドロフルオロカーボン。いわゆる代替フロンの一種。CFC、
HCFCの代替物質として使用される。オゾン層破壊効果はないも
のの、強力な温室効果ガスであり、京都議定書において削減の対
象となっている。

［Ｉ］
ICAO
「国際民間航空機関」参照。

ICRI
「国際サンゴ礁イニシアティブ」参照。

IETC
「UNEP国際環境技術センター」参照。

IGES
「地球環境戦略研究機関」参照。

IMO
「国際海事機関」参照。

IPCC
「気候変動に関する政府間パネル」参照。

ISO
国際標準化機構の英語略（International Organization for
Standardization）。国際標準化機構は、国際的な非政府間機関
（民間機関）であり、製品及びサービスの国際貿易を容易にし、
知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力を
助長するために、世界的な標準化とその関連活動の発展開発を図
ることを目的としている。例えば、環境マネジメントシステムの
規格であるISO14001を制定している。

ITS
「高度道路交通システム」参照。

ITTO
「国際熱帯木材機関」参照。

［Ｊ］
Japanチャレンジプログラム
「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」参照。

JATA世界旅行博
（社）日本旅行業協会（JATA）が主催する、旅行業界関係者の
商談・情報交換や、一般消費者向けの旅行商品・サービスをア
ピールする旅行見本市・展示会。毎年10万人規模の入場者を誇
る、アジア最大級の旅行関連イベント。

JBIC
「国際協力銀行」参照。

JI
「共同実施」参照。

JICA
「国際協力機構」参照。

［Ｌ］
LCA
「ライフサイクル・アセスメント」参照。

LRT
欧米を中心とする各都市において都市内の道路交通渋滞緩和と環
境問題の解消を図るために導入が進められている新しい軌道系交
通システム。道路の幅員、交通量と沿道土地利用に応じて、路面
のみならず地下、高架も走行でき、柔軟性に富んだ走行性と利便
性を併せ持っており、また、建設・導入コストが他の交通システ
ムと比較して安いことが特徴といえる。近年では、ユニバーサル
デザインの思想のもと、多くの車両が高齢者にもやさしい超低床
車両（Light Rail Vehicle）となるなど、路面からすぐに乗れる
公共交通として利用されている。

［Ｍ］
MARPOL７３/７８条約
正式名称は「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約
に関する1978年の議定書」。1978年（昭和53年）に採択、1983
年（昭和58年）に発効し、日本も同年に加入。船舶からの油、
有害液体物質等の排出による海洋汚染の防止を目的としており、
油、有害液体物質の排出方法等を規制している。

MSDS（化学物質等安全データシート）制度
Material Safety Data Sheet（化学物質等安全データシート）有
害性のある化学物質及びそれを含有する製品を他の事業者へ譲
渡、又は提供する際に、化学物質等の性状及び取扱いに関する情
報を相手へ提供することを義務付ける仕組みをいう。

［Ｎ］
NEASPEC
「北東アジア準地域環境協力プログラム」参照。

NOWPAP
「北西太平洋地域海行動計画」参照。

［Ｏ］
OECD
「経済協力開発機構」参照。

OECD２１世紀最初の１０年の環境戦略
OECD加盟国における2010年（平成22年）までの環境政策の方
向性と、今後のOECDの活動方針を定めたもので、2001年（平
成13年）第7回OECD環境大臣会合（環境政策委員会閣僚級会
合）で採択された。

OECD環境政策委員会
全世界的な環境問題への関心の高まりを受け、1970年（昭和45
年）7月にOECD内に環境委員会が設置され、その後1992年
（平成4年）3月に、環境政策委員会に改組された。各加盟国政府
が環境政策を企画立案する上で重要と思われる問題を調査・研
究、検討し、その成果は公表・活用されているほか、必要に応じ
て理事会に報告し、理事会決定あるいは勧告として採択されてい
る。なお、数年毎に閣僚級会合も開催されている。近年は、「貿
易と環境」、「農業と環境」「税と環境」等他の委員会との合同作
業等、分野横断的な活動が行われている。

OPRC－HNS議定書
「危険・有害物質汚染事件に関する議定書」参照。

［Ｐ］
PCB
「ポリ塩化ビフェニル」参照。

PCB特別措置法
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措
置法」参照。

PCB廃棄物
PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐
熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、様々な用途に用
いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすく
かつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用
の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制法に
基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄物に
ついては、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が
長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理特別
措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年度ま
でに処理を終えることとしている。

PFC
パーフルオロカーボン。強力な温室効果ガスであり、京都議定書
において削減の対象となっている。

pH
水の酸性・アルカリ性を表す指標。中性は7。数字が小さいほど
酸性度が高い。

PIC条約
「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤につい
ての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条
約」参照。

PM２.５
「微小粒子状物質」参照。

POPs
「残留性有機汚染物質」参照。

POPs条約
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」参照。

PRTR制度
Pollutant Release and Transfer Register 化学物質排出移動量届
出制度。人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化
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学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての事業
所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国
は、事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象
化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みを
いう。

PSC
「ポートステートコントロール」参照。

PTPS
「公共車両優先システム」参照。

［Ｒ］
RPS法
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」
参照。

［Ｓ］
SAICM
「国際化学物質管理戦略」参照。

SF6
六フッ化硫黄。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において
削減の対象となっている。

SPIRIT２１
Sewage Project, Integrated and Revolutionary Technology for
21st century 下水道技術開発プロジェクト。下水道で特に重点的
に技術開発を推進すべき分野について、民間主導による技術開発
を誘導・推進するとともに、開発された技術の早期かつ幅広い実
用化を目的とした産学官の連携による新たな技術開発プロジェク
トであり、平成14年3月にスタートした。

SRI
「社会的責任投資」参照。

［Ｔ］
TEMM
「日中韓三カ国環境大臣会合」参照。

TMR・隠れたフロー
関与物質総量（Total Material Requirement。「TMR」）は、資
源の採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるか又は廃棄
物等として排出される「隠れたフロー」を含むものであり、源利
用の持続可能性や地球規模で与える環境負荷を定量的に表すため
の一つの目安と考えられる。

［Ｕ］
UNCCD
「砂漠化対処条約」参照。

UNEP
「国連環境計画」参照。

UNEP国際環境技術センター
開発途上国等への環境上適正な技術の移転促進を目的として、淡
水湖沼集水域の環境管理問題を担当する滋賀事務所と、大都市の
都市環境管理問題を担当する大阪事務所とから構成され、環境保
全技術に関するデータベースの整備、情報提供、研修、コンサル
ティング等の業務を行っている。

UNEP親善大使
アジア太平洋地域の環境保全活動に対する日本国内及び相手国の
国民の認識向上を図ることを目的に、①草の根レベルの環境保全
活動現場の訪問、激励、②現場の取組をさらに進めるために必要
な事項の調査、③環境の現状と環境保全活動についての報告、④
アジア太平洋地域、特に日本・訪問国における広報を活動内容と
している。歌手の加藤登紀子さんは2000年（平成12年）10月30
日にUNEP事務局長より任命されている。

UNFF
「国連森林フォーラム」参照。

UTMS
「新交通管理システム」参照。

［Ｖ］
VICS
「道路交通情報通信システム」参照。

［Ｗ］
WMO
「世界気象機関」参照。

WTO貿易と環境に関する委員会
環境問題への関心の高まりを受け、1994年（平成6年）にWTO
に設置された委員会。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的
なフォーラムの一つであり、毎年3～5回会合が開催され、「多国
間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿
易体制との関係」等の項目について検討が行われている。

［数字］
２０１０年目標
2002年（平成14年）にオランダのハーグで開催された生物多様
性条約第6回締約国会議（COP6）において採択された生物多様
性条約の戦略計画に盛り込まれた「2010年までに生物多様性の
損失速度を顕著に減少させる」という目標。同年に開催された持
続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）において採択され
た「実施計画」においても、同趣旨の目標に言及されている。

3Ｒ
リデュース（Reduce）：廃棄物等の発生抑制、リユース（Reuse）：
再使用、リサイクル（Recycle）：再生利用の3つの頭文字をとっ
たもの。

3Ｒイニシアティブ
3Ｒを通じて、地球規模での循環型社会の構築を目指すこと。
2004年のＧ8シーアイランドサミットにおいて小泉総理が提唱
し、2005年4月に東京で開催された3Ｒイニシアティブ閣僚会合
において正式に開始された。閣僚会合では、国際的に3Ｒの取組
を推進することについて合意が得られた。現在、各国でリサイク
ル法制度の確立やグリーン購入の導入など、3Ｒの具体的な取組
が進められている。


